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       午前１０時００分 開会   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら平成２９年第１回美幌町議会定例会第１

０日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、５番稲垣淳一さん、６番戸

澤義典さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

 諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を

申し上げます。 

 本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。 

 朗読については、省略させていただきま

す。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 議案第１１号から 

      議案第２５号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 議案第

１１号オホーツク町村公平委員会規約の変

更についてから議案第２５号平成２９年度

美幌町病院事業会計予算についてまでの１

５件を議題とします。 

 一括議題の質疑に入ります。 

 議案第１１号オホーツク町村公平委員会

規約の変更について、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、議案第１１号の質疑を終わりま

す。 

 議案第１２号美幌町職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、議案第１２号の質疑を終わりま

す。 

 議案第１３号美幌町職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例制定について、

質疑を許します。 

 １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） お尋ね申し上げ

ます。 

 回数の数え方について確認させていただ

きたいと思います。 

 私が勝手な例を申しますので、それを理

解した上で御答弁いただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 三つの例を挙げたいと思います。 

 一つ目は、月曜日から金曜日の朝まで災

害があって、このような状態が発生した場

合、管理職に対して支給される１回という

意味は、月曜日から金曜日全体を１回とし

て数えるのか、火曜日の早朝と言ったらい

いのか、月曜日の深夜と言ったらいいのか

迷うところですが、火曜日の早朝が１回、

水曜日が１回、木曜日が１回ということで

３回と数えるのか。 

 二つ目は、水曜日に災害が発生して、こ

のような事例において土・日も管理職が勤

務された場合の数え方です。 

 三つ目は、金曜日から次の週の水曜日ま

で災害が発生したとして、管理職が続けて
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出た場合、どのように計算したらよろしい

のかということです。 

 以上、確認という意味でお教え願いたい

と存じます。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今、三つの事

例について御質問がありましたけれども、

まず１点目の月曜日から金曜日の平日につ

いての災害があった場合についてです。 

 これは、条例の中でも御説明させていた

だきましたが、午前０時から午前５時まで

に何回勤務したかということになろうかと

思います。 

 職員が月曜日から金曜日まで、毎回０時

から５時、これは昼夜を問わず寝ないとい

うことになりますから、職員の健康管理

上、好ましくはないので、どこかで休息時

間を与えなければならないと思っておりま

すが、基本的には０時から５時までに勤務

した時間帯について１回という数え方をす

るようになっております。 

 それから、水曜日から土曜日、日曜日ま

でという形ですけれども、平日にあって

は、同じように０時から５時まで勤務した

回数が何回あるかということになります。

また、土・日については、土曜日と日曜日

のそれぞれを１回ずつカウントをすること

になろうかと思います。 

 また、三つ目の金曜日から水曜日です

が、これは平日と土・日を完全に挟む場合

だと思いますけれども、これも同じよう

に、金曜日については、午前０時から午前

５時までの１時間以上を勤務した回数と、

土・日については、土曜日と日曜日に災害

で勤務をしているということであれば、土

曜日に１回、日曜日に１回ということで、

基本的には１日１回と考えていただければ

と思います。 

 ただ、寝ないでずっと勤務した場合につ

いては、１回のカウントの仕方が変わって

きますが、そのような場合については、休

息時間は必ず与えなければいけないと思っ

ております。 

 基本的には、１日１回のカウントと理解

していただければと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第１

３号の質疑を終わります。 

 議案第１４号美幌町北海道営草地整備改

良事業分担金徴収条例の制定について、質

疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、議案第１４号の質疑を終わりま

す。 

 議案第１５号指定管理者の指定につい

て、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、議案第１５号の質疑を終わりま

す。 

 議案第１６号指定管理者の指定につい

て、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、議案第１６号の質疑を終わりま

す。 

 議案第１７号指定管理者の指定につい

て、質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、議案第１７号の質疑を終わりま

す。 

 準備のため、暫時休憩いたします。その

ままお待ちください。 

午前１０時０９分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１０時１１分 再開 
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○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 議案第１８号平成２９年度美幌町一般会

計予算についての質疑を行います。 

 担当部局ごと、事項別明細書の款及び項

ごとに進めたいと思います。 

 なお、予算書第２表の債務負担行為及び

第３表地方債に対し、質疑をする場合は、

それに対応する事項別明細書の項の中で質

疑をお願いいたします。 

 まず、歳出から、１款、議会費、７４ペ

ージから７５ページまでの質疑を許しま

す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、１款、議会費を終わります。 

 次に、２款、総務費の質疑を行います。 

 なお、２款、総務費のうち、３項、戸籍

住民基本台帳費は、３款、民生費の前のと

ころで、５項、統計調査費、２目、地籍調

査費は、８款、土木費の前のところで質疑

を行います。 

 １項、総務管理費、７６ページから９５

ページまでの質疑を許します。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ７７ページの人事

管理事務の負担金の中にある自治法派遣職

員負担金の内容について御説明いただきた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 自治法派遣職

員負担金５９８万５,０００円についてでご

ざいます。 

 これにつきましては、平成２７年度から

平成２８年度の２年間は、道との相互交流

により職員の派遣を行ってきたところでご

ざいます。この派遣期間は原則として２年

間となっておりますので、平成２８年度が

最終年でございます。 

 今、道からの派遣職員が現在担当してい

る美幌版総合戦略や移住体験者向けの体験

メニュー、あるいは、地域おこし協力隊な

ど、さまざまな分野での計画部門をさらに

充実させていく必要があることから、平成

２９年度につきましては、地方自治法第２

５２条の１７、この職員派遣の規定に基づ

き、継続して、道からの職員の派遣を求め

るものでございます。 

 なお、派遣に係る職員負担金につきまし

ては、派遣元でございます北海道が派遣さ

れている職員へ支出する経費、具体的には

給料、期末勤勉手当、寒冷地手当、旅費及

び共済組合負担金について、総額５９８万

５,０００円を計上しているところでござい

ます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） この期間について

は、単年度ごと当初２年間で、今年度はそ

の期間終了ということですが、終了後は、

あくまでも単年度ごとに道と協定して受け

るという理解でよろしいですか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 自治法による

派遣につきましては、それぞれ協議の上で

派遣決定をすることになっております。ま

た、この協議におきまして、期間について

は、１年間とさせていただきましたので、

１年間ということになろうかと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） ８１ページです。 

 ストレスチェック委託料１９万２,０００

円と、ストレスチェック相談業務委託料の

９万１,０００円に関してですけれども、平

成２８年度実施結果の内容について御説明

をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 平成２８年度

から法改正によりましてストレスチェック

に取り組んでおりますけれども、平成２８
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年度の実施結果につきましては、役場、病

院の正職員や臨時職員を合わせまして４３

９名が対象でございます。また、このスト

レスチェックを受検した職員は３５１名

で、そのうち、高ストレス者の結果が出た

職員が３８名となっております。この３８

名の中で、６名の職員が医師との面談を希

望し実施したところでございます。また、

この６名の中で、医師より業務改善措置等

が必要という指導があったのが１名でござ

います。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） ２点ほどお伺いし

ます。 

 ストレスチェックを受検して、６名が医

師との面接、指導を受けたということです

けれども、この実施結果について、職員か

ら報告を受けているのかどうかということ

が１点です。 

 もう一点は、医師との面接、指導を受け

なかった高ストレス者３２名についてはど

のようにされたのか、この２点についてお

伺いします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） １点目の医師

との面談を実施した６名の職員の報告につ

いてでございますけれども、職員からでは

なく、医師からの報告を受けているところ

でございます。 

 医師が面接、指導を実施した結果、１名

について、業務内容等の改善措置が必要と

いう面談結果報告書が医師から上がってき

ているところでございます。 

 それから、３８名のうち６名が医師との

面談をしたところでございますけれども、

この６名は、日常の中で、どうしても心配

だという危惧をされている方でございま

す。残りの３２名の職員については、それ

ぞれの日常の中で注意等をしていくことで

改善が図られるというように認識しており

ます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ８１ページの広報

事業の印刷製本費で、町のＰＲ名刺を作成

するという説明をされましたけれども、そ

の数量と、平成２８年度に配布をされてお

りますので、その配布状況と評価について

お伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） まず、配布予

定枚数でございますけれども、本年度、町

民向けのＰＲ名刺として１万枚を作成する

予定でおります。 

 それから、平成２８年度の配布状況につ

きましては、昨年の７月に作成し、これま

で１万４,０００枚を作成しております。そ

のうち、約１万枚を既に配布しておりまし

て、５０名の方に活用いただいているとこ

ろでございます。 

 活用いただいているのは、役場の職員、

議員の皆さん、それから、企業、個人など

さまざまでございますけれども、活用例と

しましては、仕事用の名刺として、また、

それぞれの店舗事業者が店の名前を入れて

名刺を作成する、また、大学生が視察研修

に行く際にこの名刺を活用しております。 

 このＰＲ名刺の評価についてでございま

すけれども、この名刺をお渡しする際に、

アンケートをお願いしていまして、口頭で

回答いただいたものを含めて、評価として

は、この名刺を使うことによって会話のき

っかけがつくれた、また、この名刺につい

て非常に関心を持っていただいたという感

想をいただいているところでございます。 

 一方で、このＰＲ名刺を数種類つくって

おりますが、のれんについて聞かれたけれ

ども、説明ができなかったということも言

われております。この名刺は、町のＰＲに

とって有効な手段の一つだと考えておりま

すので、今後、このような御意見を踏まえ

て、デザイン等の更新などについて努めて
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いきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 概要はわかりまし

た。 

 実は、私も２種類いただいております。

私は、議会の視察とかボランティア団体や

ペタンクで道外に行くことが多いので、そ

ういう折に自分の名刺を挟んで送っていま

す。これは、自分の町のＰＲをするには非

常に有効かと思っております。 

 １万枚で約５０名ということですが、私

も２種類で１００枚ずつ２００枚をいただ

いておりまして、アンケートについては、

年度末にコメントを書いて出す予定です

が、５０名というのは、単純に言えば、私

と同じように２００枚を配ると１万枚にな

るのでしょうか。せっかくつくったＰＲ名

刺ですので、もう尐し多くの方に積極的に

活用していただけるような取り組みを、特

に新年度に向けてやっていくべきだと思い

ます。町として、平成２８年度の取り組み

以外に、積極的にもう尐し数をふやしてい

くという意味で、どのようなＰＲをされる

のか、考えがあればお聞かせいただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） このＰＲ名刺

は、昨年７月から数回に分けて印刷させて

いただいておりまして、最初に作成したと

きには非常に多い申し込みをいただいたと

ころでございますが、時間がたつと減って

きている傾向にございます。 

 町としても、広報等を通じてＰＲをして

いるところですけれども、この名刺のデザ

インの更新を含めて、こういうものができ

上がりましたということで、広報等を通じ

ながら、町民の多くの皆さんに利用いただ

けるような形のＰＲを図っていきたいと考

えております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） デザインの更新も

含めてということですが、先ほどののれん

の関係は、聞かれて説明をするというのは

すごく難しいこともあると思います。です

ので、在庫があれば、それを配る際に、お

受け取りになる方に、こういうことで掲げ

たのれんですということを補足するような

ものも配りながら、有効活用をしていただ

きたいと思います。 

 あわせて、特に町外に出かけられるいろ

いろな団体や企業などに、商工会議所など

を通じてこの名刺の活用について積極的に

取り組んでいただくことが必要ではないか

という意見を述べて終わります。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 町のほうも、

ＰＲで商工会議所にお願いして、実際に置

いていただいているところです。 

 先ほど上杉議員が言われたように、この

名刺のデザインや写真が持つ意味について

簡単に説明できるような文も加えて、配布

をする町民あるいは企業に周知を図り、そ

の名刺が十分に有効に活用される手法を考

えていきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） 私は、８１ペー

ジの広報広聴費のホームページ管理委託料

についてお聞かせ願いたいと思います。 

 前年と比べたら３０％ほど増額となって

いる積算根拠についてです。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） ホームページ

の管理委託料の増額の根拠ですけれども、

この主な理由としましては、電算サーバー

のＯＳのサポートが本年度で終了いたしま

すので、この更新に伴います修正作業。そ

れから、北海道のセキュリティクラウドが

平成２９年度より導入されるということ

で、これに伴うホームページの修正作業で

すが、これらが新たな業務として追加した
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ことに伴う増額でございます。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 機械的なことと

かハードのことは別として、ホームページ

の保守、運用サポートだけで、平成２８年

度は２万７,０００円、それが２９年度では

４万４,２８０円というお話ですが、これが

妥当なのかという検証をされて、予算計上

をされたのかという趣旨でお尋ねしたいと

思います。比較検討という作業はなかった

のかという趣旨です。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今、吉住議員

がおっしゃるとおり、平成２８年度の月額

の保守、運用サポート料は２万７,０００円

でしたが、２９年度については４万４,２８

０円ということで、増額になっておりま

す。この増額がきちんと比較検討されたの

か、あるいはその中身について４万４,２８

０円が適当なのかという御質問でございま

す。 

 これについては、それぞれに見積書をと

った中で検討させていただいているところ

でございますけれども、それぞれの業務が

ふえているということも含めて、適当な金

額であるという判断をして、平成２９年度

の予算として計上させていただいたところ

でございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） ８３ページの財産

管理費の中で、庁舎耐震診断委託料９１３

万７,０００円というものがありますけれど

も、役場庁舎改修基金を設置し、改築を行

う予定ということで、耐震診断は必要なの

か、耐震診断費用を基金に積み立てたほう

がよいのではないかと思うのですけれど

も、その必要性について説明願いたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今回、庁舎の

耐震診断委託料として９１３万７,０００円

の予算計上をさせていただいております。

役場庁舎につきましては、町民の多くの方

が生活に欠かすことのできない行政情報を

保有している施設だと考えておりますし、

多くの町民の方々が利用になる建物でござ

います。 

 また一方で、災害発生時には、災害対策

本部が設置されるなど、まちの中心となる

重要な施設であり、町民の方々にとっても

重要な施設であると認識をしているところ

でございます。 

 今、御質問がありました耐震診断の必要

性はあるのかということについてですが、

耐震診断を実施し、現在の庁舎の状況を的

確に把握した中で、庁舎整備のあり方、あ

るいは、その整備の必要性を町民の皆様に

説明していくことが重要でないかと考えて

いるところでございます。 

 また、この耐震診断を行うことで、耐震

診断委託料の一部が社会資本整備総合交付

金の補助金の交付対象となる。また、その

後の庁舎改築においても、これらの補助金

を有効活用し、一般財源の抑制を図る上

で、財政的な将来の負担をできるだけ軽減

させていくための一つの措置ということで

考えておりますので、どうか御理解をいた

だきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） ５０年以上が過ぎ

た庁舎について、耐震整備のあり方や必要

性を町民の方に説明していくことが重要と

いうことですけれども、町民の方は耐震診

断をしなくても重要だということは十分わ

かっていると思います。 

 それよりも、先ほどありました交付金補

助金の交付を受けるということが優先だと

思います。社会資本整備総合交付金として

幾らぐらい交付されるのか、あるいは、庁

舎改築時の補助金というのは耐震診断をす
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る、しないで幾らぐらいの差が出てくるの

か。この９１３万７,０００円を投資するだ

けのメリットはあるのかどうか、お伺いし

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） まず、先ほど

御説明しました社会資本整備総合交付金に

おいて、この委託料については、おおむね

３分の１程度が措置をされます。今後、必

要な計画を策定する中でも同じような措置

をされていく形になります。 

 また、実際の改築に当たっては、総額が

出てみないとわからないのですけれども、

町民会館でもこの交付金を利用させていた

だいたのですが、町民会館の総事業費１２

億円の中で約５,０００万円の交付金を受け

ているということからいけば、庁舎はおお

むね２６億円とした場合に、金額はわかり

ませんが、５,０００万円から１億円ぐらい

の間での補助金を受けることができようか

と考えているところです。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） ５,０００万円から

１億円ということでございます。これは、

耐震診断をしないと間違いなく出なくて、

することによってそのぐらいの金額が出る

という認識でよろしいですか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） この交付金の

要件として、耐震診断を行った上で改築等

を行う場合となっておりますので、耐震診

断は義務づけという形になっております。

御理解をいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） 同じく８３ページ

の戸澤議員の関連ですけれども、耐震診断

委託料の積算根拠を教えていただきたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 委託料の積算

根拠でございますけれども、基本的には、

現庁舎の面積あるいはその階数等によって

積算をすることになっております。 

 内容につきましては、まず、人件費が２

８２万３,０００円、諸経費が２８２万３,

０００円、耐震診断に伴います技術経費が

１１２万８,０００円、特別経費が１８０万

２,０００円です。 

 また、改築規模算定業務ということで、

これは耐震診断の中で改築をする場合、ど

の程度の規模になるかということを含めて

計画する経費ですが、この算定業務につい

ては５６万１,０００円ということで、トー

タルで９１３万７,０００円という計上をさ

せていただいたところでございます。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。 

○１番（髙橋秀明君） この計上の中での

委託先は、耐震診断をするための特殊な部

署に委託をするのか、一般的な設計事務所

でも受注できるものなのか、参考としてお

願いします。 

○議長（大原 昇君） 契約財産主幹。 

○契約財産主幹（大場正規君） 今のお尋

ねの件でございますが、基本的には、町の

指名委員会の中で、町に格付されている業

者ということになります。今のところ、そ

の中で、この耐震診断に精通している業者

を指名していくという考えでおります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ５番稲垣淳一さん。 

○５番（稲垣淳一君） それでは、旧ユー

スホステル敷地立木伐採業務委託料の３２

万１,０００円についてお尋ねいたします。 

 これらの伐採理由について説明をお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今回、伐採の

業務委託料３２万１,０００円の予算計上を

させていただいております。伐採を予定し
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ておりますのは、旧ユースホステル敷地の

東側のちょうど第７２５号道路に面した樹

木でございます。この樹木が住宅地に近接

していることから、地元の元町自治会から

相談があり、倒木の危険性が高いというこ

とで、今回、伐採をすることとしたもので

ございます。 

 伐採樹木につきましては、アカシヤ、ト

ドマツ等、樹高１０メートルから１２メー

トルぐらいの木でございまして、伐採本数

については、おおむね２５本程度を予定し

ているところでございます。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 樹木の倒木の被害

が予見されるということですが、そういう

自治会からの相談はいつごろあり、ここま

でに至ったのかということを伺います。あ

えて言えば、新年度で予算をつけるという

ことは、緊急性がなかったから翌年に持ち

越したという考えでよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 契約財産主幹。 

○契約財産主幹（大場正規君） 自治会か

らの相談でございますが、昨年の冬前に御

相談がありました。その後、私どもで現地

を確認しまして、早急というほどの危険性

はないと判断しまして、新年度の予算に計

上することを予定させていただいておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ５番稲垣淳一さん。 

○５番（稲垣淳一君） 続きまして、車両

更新についての質問でございます。 

 車両費９３７万６,０００円と予算計上さ

れていますが、その内訳について教えてく

ださい。また、車両更新の基準についても

御説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 車両更新９３

７万６,０００円でございますけれども、本

年度に更新を予定している車両につきまし

ては、まず、平成７年車で走行距離１２万

キロメートルの２トントラック１台を５４

５万６,０００円で更新するものでございま

す。もう一つ、軽四貨物自動車のバン３台

の購入を予定しております。 

 これは、１台が軽四の平成６年車、走行

距離７万７,０００キロメートル、それか

ら、普通乗用車の平成１１年車で、走行距

離が２０万６,０００キロメートル、それか

ら、ライトバンの平成１０年車で、走行距

離が１４万２,０００キロメートルの３台の

公用車について軽四貨物に更新を図ろうと

するもので、３台で３９２万円の予算計上

をさせていただいたところでございます。 

 また、車両更新の基準でございますけれ

ども、基本的には、購入から１０年経過も

しくは、走行距離１０万キロメートルを超

えていることを目安としております。そう

いう車両は結構ありますけれども、一遍に

更新することはなかなか難しいため、それ

ぞれの車両における老朽度合い、修繕の頻

度などを考慮しながら更新を行っていると

ころでございます。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 最後に一つ、お尋

ねいたします。 

 今回は２トントラック、そして、軽四輪

が３台ということでございますが、更新の

車は２トントラックで、これは同じものが

加わるということだと思います。あとは、

軽乗用車が１台と普通乗用車が１台、それ

から、ライトバンということで、これは、

普通車と軽自動車が混在していますが、そ

れら全てを軽自動車にかえるというのはど

ういう理由からでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今、美幌町が

所有している公用車の中では、貨物型のも

のがなくなってきたということがありまし

て、今回、その荷物等が運べる貨物型の軽

四のバンを購入したいということです。そ
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れから、今の軽四の貨物でも広さ的には乗

用車と変わらないということと、維持費が

安くつくということ、それから、１台当た

りの単価も安いということもございます。 

 古い車両については、極力、早期の更新

を図っていきたいと考えておりまして、今

回、総経費を抑えて軽四の更新とするもの

でございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） 財産管理費の賠償

金１９０万円について、この主要目的、内

容の説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 賠償金１９０

万円について予算計上をさせていただいて

おります。 

 これにという決まったものはございませ

んけれども、これは町が所有、使用、管理

する施設の瑕疵及び町の業務遂行上の過失

に起因する事項があった場合について、町

が法律上の賠償責任を負うことになった場

合の支払い金でございます。 

 現在、予算で見ているのは、施設等につ

いて１００万円の賠償金、それから、車両

について９０万円の賠償金を見込んでいる

ものでございます。多くは、車両等のもの

が想定されますけれども、現在予定してい

るのが、施設１００万円、車両９０万円と

いうことで、１９０万円の予算計上をさせ

ていただいていたところでございます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） この１００万円と

９０万円の積算の根拠ですけれども、過去

の平均額からとっているのか、何か根拠が

あれば教えていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 契約財産主幹。 

○契約財産主幹（大場正規君） 過去の平

均値というわけではないのですけれども、

最近の賠償金の支払い状況になりますが、

平成２６年度につきましては、建物など、

総合賠償と自動車損害をあわせまして１２

件の事故で、賠償金は２７６万５,９２６円

となっております。 

 平成２７年度につきましては、同じく建

物など総合賠償と自動車損害を合わせまし

て、７件の事故で、賠償金２０７万９９５

円です。平成２８年度、現時点で示談が終

了しておりますのは、５件の事故で賠償金

２８７万７,１０２円となっております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） ８９ページの生活

バス路線の運行維持にかかわって、資料も

出していただいております。 

 ４年間の運行実績を見ますと、全体で７

９％ということで、落ち込みが２割を切っ

ているということです。一方で、補助金は

減った分をカバーしなければならないとい

うことで、１.３３倍に上っており、大変心

配しております。 

 そこで幾つかお聞きしたいのですが、美

幌高校線は、北見バスの地域内フィーダー

系統ということで３路線を見ているのです

が、北見バスに委託をしております美幌か

ら美幌高校までの部分につきましては、生

徒を運送しているということで、とりあえ

ず大きな役目を発揮していると見ているの

ですけれども、一方で、阿寒バスに委託し

ているワンコインバスの利用率は７８％の

運送実績、補助金は１.６４倍です。減った

分を当然カバーしていかなければならない

ということで、補助金がふえるのはやむを

得ないのですが、何らかの形で、他の輸送

手段を考えなければならないのかどうか、

この辺も含めて、現在の住民の足を守り確

保するという上での地域内循環という輸送

手段について、現在の行政としての評価は

どういうものなのかということをお聞きい

たします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 
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○総務部長（広島 学君） 今、大江議員

からお話がありましたとおり、美幌高校線

につきましては、ある程度の乗員確保が図

られていると考えているところでございま

す。 

 一方で、循環線につきましては、利用者

の落ち込みが見えてきているところでござ

います。ただ、今、交通安全の事業の中

で、高齢者の免許返納を町として推奨して

進めているというところからいけば、市街

地内における代替輸送の確保をどのように

していくかということは大変重要な問題だ

と思っておりますので、利用者が減って補

助金が多くなってきているので、ここのと

ころについてというよりも、全体としてこ

れらの方の足の確保、公共交通の確保をど

うするかということを考えいかなければい

けないだろうと思っております。 

 そういう意味でいけば、この循環線の経

路や停留所について、どのようにしていく

のかということについても検討していかな

ければならないと思っておりますが、さま

ざまな角度からさまざまな手法を通じて検

討を進めていきたいと考えております。 

 いずれにしても、住民の方々の足の確保

を図ることを最優先に考えていきたいと思

っております。 

○議長（大原 昇君） 生活バス路線につ

いて、ほかにお聞きしたい方はおりません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩をいたし

ます。 

 再開は、１１時といたします。 

午前１０時５２分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時００分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、平成２９年度美幌町一般会計

予算についての質疑を行います。 

 ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） ８５ページの企画

費でございます。 

 １３０年記念事業について、１０月１２

日開催の記念祭の内容について御説明をお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今年、１３０

年を迎えるわけでございますけれども、１

３０年の記念祭につきましては、１０年前

の１２０年の記念祭と同様、旧ユースホス

テル敷地内にあります美幌開基記念碑の前

において、祭文の読み上げや黙禱、献花等

を行おうと考えているところでございま

す。 

 なお、これにつきましては、総額で１４

万４,０００円の予算計上となっております

が、これらの中には、記念祭の経費、ある

いは高校生議会等々の経費なども含まれて

おります。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） １点だけお伺いし

ます。 

 記念祭には、町長は当然出席するわけで

すが、そのほかに出席される関係者の人数

はどの程度なのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） １３０年記念

祭に御案内する方につきましては、これか

ら決定する予定でおりますが、１２０年祭

のときには、町議会議員の皆様、自衛隊駐

屯地司令、商工会議所会頭、ＪＡびほろの

組合長など、関係機関、関係団体等に御案

内をしているところでございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） ８５ページの企画

費、臨時職員賃金ということで、空き家実

態調査費ということを聞いておりますけれ

ども、調査の方法及びスケジュールについ

て説明をお願いいたします。 
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○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 空き家実態調

査について御説明をさせていただきたいと

思います。 

 空き家の実態調査の方法及びスケジュー

ルについては、まず、水道の使用情報や固

定資産の情報等々を含め、町内の関係部署

による空き家情報に基づき、空き家と想定

される家屋の把握について、平成２９年３

月から４月にかけて実施したいと考えてお

ります。 

 その後、調査家屋の選定、地図の作成を

５月までに行い、５月から９月にかけて役

場職員による現地調査、家屋の実態調査を

進めていきたいと考えております。 

 さらに、その後、空き家等の所有者の調

査あるいは空き家の特定を１０月ごろまで

に終了させて、特定された所有者に対する

アンケート、意向調査を実施してまいりた

いと考えております。それら全てが終わっ

た段階で、この空き家等のデータベースの

入力作業を進めていきたいと考えていると

ころでございます。 

 なお、臨時職員賃金の２３２万７,０００

円につきましては、調査に係る地図の作

成、あるいはデータ化するための入力作業

などに要する経費でございます。 

 なお、空き家等の危険度についての考え

方について申し上げますと、空き家再生等

推進事業における「外観目視による住宅の

不良度判定の手引き」が国土交通省から発

せられておりますけれども、これを参考と

して不良度に関するランクづけを行った中

で、必要に応じて空き家対策特別措置法の

ガイドラインに基づく倒壊等、保安上、著

しく危険な建築物についての判定をしてま

いりたいと考えているところでございま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） 今と同じところ

です。 

 総務費の企画費の臨時職員賃金は、空き

家の調査について、今のお答えでは職員に

よってランクづけまで行うというお話でし

たが、ランクづけまで行うということにな

れば、幾らガイドラインに沿っても、専門

的知識が必要になってくるのではないかと

思うのですけれども、その辺のところをお

聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 一定程度はガ

イドラインにより整理ができるかと思って

おりますけれども、その後の本当に危険な

建物等の認定については、やはり専門的な

目が必要だろうと思っております。 

 これらについては、建設水道部の建築の

技師の力もかりながら判定を進めてまいり

たいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 空き家というこ

とで、所有者が住んでいないので難しいと

思いますけれども、例えば、一般的に、空

き地にすると税金が高くなると言われてお

りますが、その辺のことを調査する前に、

持ち主の方に郵送するなどの周知が必要か

と思います。 

 そのあたりについては、どのように考え

ているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 先ほど御説明

した中で、調査が終わり所有者の方が特定

できた段階、これは１１月ぐらいになろう

かと思いますけれども、所有者への意向調

査、アンケート調査を実施する予定でござ

います。 

 この調査の目的、あるいは今後の調査結

果の進め方等については、このアンケート

調査を始めるときに、所有者の方に御理解

いただけるような形で周知を図り、実施し

ていきたいと考えております。 
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○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 先ほどの説明の中

では、調査員は役場職員で現地調査を５月

から９月にやるということでした。家屋の

数はこれからいろいろなデータで調べて把

握してからということなのですけれども、

現実に、この調査を行う職員というのは、

全庁的に各部から協力を求めてやろうとす

るのか、それとも、特定の部内の職員が担

当して調査をするのか、また、その職員数

はある程度想定されているのかということ

について、おわかりでしたら教えていただ

きたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 相当な戸数が

出てこようかと考えております。そのよう

な意味からいけば、特定の部署だけでの調

査は難しいと考えますので、全庁的に、そ

れぞれの部局の職員にお願いして実施して

いきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） ５月から９月まで

の限られた期間で調査をするということな

ので、実際に進めると、本来業務との関係

で、その業務だけにびっちりとかかわって

いたのではなかなか厳しいと思います。 

 今の段階で、ボリュームなどについて

は、数量がわからないとなかなか出てこな

いと思うのですけれども、本来業務と、こ

の新たな調査の業務の兼ね合いで支障が出

てこないのか、その辺のことも含めて、何

かお考えがあればお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 平成２５年度

に住宅の統計調査が実施されまして、１年

以上住んでいない家屋が空き家と定義され

ております。統計上では、それに該当する

戸数がおおむね６３０戸ということで出て

おりまして、それをもとにして考えていき

たいと思っております。 

 調査は５月から９月を予定しております

が、それぞれの部局においては、当然、担

当する業務がございますので、それらの合

間を縫ってということが一つと、また、そ

の空き家の地区に居住している職員です

と、わかりやすく調査しやすいかと思って

おりますので、これらのことを併用しなが

ら、極力、この期間に全ての調査を終える

ような形で職員の協力を得ながら進めてい

きたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） ８５ページの総

務管理費、企画費の事務事業協力報償、ふ

るさと寄附金に関する返礼品のところで、

１,７５２万５,０００円です。ふるさと納

税も、すごく差が出ていまして、返礼品で

競っているようなところもありますけれど

も、昨年、大体の金額が４,０００万円代に

落ちつくというお話をお聞きしました。 

 平成２９年度で返礼品について新たに考

えているものがあればお聞かせ願いたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） まず、平成２

８年度のふるさと寄附金による返礼品の内

容でございますけれども、数量について

は、配付させていただいている資料にあり

ますように、アスパラガスを１位として、

それぞれ４０項目という形で提出させてい

ただいたところです。 

 また、平成２９年度における返礼品の関

係ですが、昨年１２月に美幌町ふるさと寄

附金取扱要綱の一部改正を行いました。今

までは本町の特産品等という定義だけでご

ざいましたけれども、これについては、一

部の拡大を図り、町内で生産された農林業

産品あるいは農林業産品を原料に製造され

たもの、町内の加工業者や製造業者等によ

り生産されたものなど、５項目について規

定させていただいたところでございます。 
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 今御質問がありましたとおり、これらが

返礼品の競争になってきているというとこ

ろもございます。ただ、美幌町に余り関係

のないものというわけにはいかないだろう

と思っておりますので、一部の対象を広げ

た中で、昨年の１２月に要綱を改正させて

いただいたところでございます。 

 なお、今後におきましては、それぞれの

町内で計画されております体験イベント、

あるいは観光誘致につながるようなサービ

スについても、業務をお願いしております

ＪＴＢと協議しながら、追加できるものが

あれば追加するような方向で協議を進めて

いきたいと考えているところでございま

す。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） ふるさと納税の

制度がいつまで続くかという議論がいろい

ろとある中で、長いつき合いをするために

は、返礼品の魅力だけではなく、物によら

ないつながり、美幌のよさを知ってもらう

ようなつながり方も必要かと思います。 

 ですので、もう一歩踏み出して、町の特

徴や行事の案内など、例えば、私は遠いと

ころに送るときは、この辺の地域の新聞を

入れるということをしています。そうした

ちょっとした心遣いで長くつながれるよう

な方法がいいのではないかと考えていま

す。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 現在、ふるさ

と寄附金をいただいた方については、まち

のパンフレット等を含めて送付させていた

だいているところでございます。 

 今後においても、数多くの方からふるさ

と寄附金をいただいておりますので、美幌

町の特色や、美幌町がふるさと寄附金をど

のような形で使用して、どのようなまちづ

くりを進めているか等々、寄附をいただい

た方に、詳細な情報を提供していきたいと

考えております。 

○議長（大原 昇君） ふるさと寄附金に

ついて、ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） それでは、そのほ

かの質疑はありませんか。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ８７ページの企画

費の地域おこし協力隊募集採用選考業務委

託料ですが、２８年度は、本人の意向で採

用辞退があったという説明をお聞きしまし

たけれども、２９年度に募集を必要とする

分野を町としてどのように判断しようとし

ているのか、その辺についてお尋ねいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 地域おこし協

力隊の募集に当たっては、都会にお住まい

の方の視点をどういう分野に使っていくの

かということについて、行政はもとより、

関係団体等、現状として必要としていると

ころの分野の掘り起こしを行い、その中

で、その事業の必要性、可能性などについ

て検討し、募集業務を行ってきたところで

ございます。 

 ただ、平成２９年度におきましては、引

き続き関係団体の意見をお聞きして、目的

をさらにはっきりする必要があると思って

おります。そのような意味から、この地域

おこし協力隊が持つ意味や性格を踏まえ

て、その力を最大限活用し、スピード感を

持ってその課題を解決していくためには、

どのような分野があり、どのような業務が

あるのかということについて幅広く協議を

進めながら内容について判断してまいりた

いと考えております。 

 また、平成２８年度の募集に当たって、

その活動内容についての詳細まで浸透し切

れていなかったという反省点もありますの

で、募集時点における活動内容等々も含め

て、応募をいただく方に尐しでも理解いた

だけるような形の募集要項の作成、あるい

は広告掲載を図ってまいりたいと考えてお
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ります。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 関係団体の意見を

聞きながらということであります。平成２

８年度は残念な結果になりましたけれど

も、関係団体というのは、具体的にどのよ

うな団体と意見交換をされるのでしょう

か。 

 また、スピード感が求められる分野とい

うことで、今、行政側で課題としている部

分について、美幌町のためにいち早く外の

力をかりながら課題の解決に向けていかな

ければならないので、行政が考えている課

題というのは、今の時点であるとすればど

のような分野なのか、お尋ねしたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 現在、スピー

ド感を持って、その課題解決について進め

ていかなければならないことの一つは、観

光振興、特に滞在型観光をどうしていくか

という分野だろうと思っています。もう一

つは、町の発信の起源となります特産品を

どう開発していくかというところにあると

思っております。 

 ただ、この分野だけに限定することな

く、それぞれ関係団体やＪＡ、あるいは商

工会議所、観光物産協会等々と協議をさせ

ていただいておりますが、どのような分野

で、どのような人材を求めていくかという

ことについて、幅広く意見聴取を行いなが

ら検討していきたいと考えているところで

ございます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 関係団体について

はよくわかりました。 

 いろいろ意見をいただきながら、行政側

の認識としては、おおよそ二つのことを想

定されているということでしたけれども、

最終的に煮詰めて、いつごろまでに募集内

容を確定されて具体的に取り組んでいくの

か、その時期的なめどはいつごろでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 面接までの日

程、スケジュールを考えますと、８月ぐら

いまでには決定しなければいけないと考え

ております。そして、９月からは、地域お

こし協力隊の募集に入るという形で進めて

いきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） 今の企画費の地

域おこし協力隊のところです。 

 テレビなどに出ている地域おこし協力隊

というのは華やかで、どちらかというとま

ちの中心になって活動をするところが多く

出ています。 

 今の答弁では、ことしは活動内容をわか

りやすく掲載するよう努めてまいりたいと

いう言葉がありましたので、ことしはうま

くいくと思いますけれども、やはり、人と

いうのは、接客業が好きな人、事務的な作

業が好きな人などいろいろといますので、

よりはっきりとした目的を持ち、こういう

仕事ですということが伝わるように持って

いかなければならないと思っております。 

 一般的にテレビなどに出ているのは、町

の中心部で、まちづくりの活動をするよう

な報道が多いような気がします。ですか

ら、より具体的にということで、ことしは

うまくいくかと思いますけれども、その辺

のところについて、もう一度お聞かせ願い

ます。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 地域おこし協

力隊については、いかに、その町の考え

方、あるいは募集をしている活動内容とマ

ッチングした人材を得られるかということ

だと思っております。そのような意味から
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いけば、行政側が求めている具体的な活動

内容をお示しする必要もあるというように

思っておりまして、例えば、こういう人材

を求めているということが相手方に正確に

伝わるような募集事務を行っていきたいと

思っています。 

 そういう中で、この目的に沿ったふさわ

しい人材が３０年度に採用できるように取

り進めていきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） ８７ページのま

ちづくり参画プロジェクト補助金１００万

円ですが、具体的な内容について説明をお

願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） まちづくり参

画プロジェクト補助金１００万円の計上で

ございますけれども、この事業につきまし

ては、美幌町まち・ひと・しごと創生総合

戦略に掲げられている事業の一つでござい

ます。 

 美幌高校の生徒を中心として、学生なら

ではの意見、アイデアを出し合いながら、

日ごろから学生たちにもまちづくりに参画

してもらうということで、地域の未来、あ

るいは、まちづくりへの意識の向上を図っ

てまいりたいと考えているところでござい

ます。このようなことを目的として、小学

生等々を含めた形の学生を育成していく事

業に補助をしようとするものでございま

す。 

 平成２９年度の具体的な事業内容としま

しては、美幌高校が企画、監修した資源循

環型農業のテキストを活用した町内各小学

校への出前授業、あるいは循環型農業を通

した安心・安全な美幌町の食の取り組み、

また、美幌町のそれぞれの魅力を知っても

らうことを目的とした美幌高校のフィール

ド（畑等）を活用した保育園児、小学生に

対する食育の実施、本町の農畜産物及び加

工品などを活用した名物グルメの研究や開

発を、学生目線の若い視点の中でまちづく

りを進めてもらうという事業に対して１０

０万円の補助をしようとするものでござい

ます。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） よい考え方かと

思っておりまして、学生ならではの意見や

アイデアを出し合ってという意味では、若

い人の感覚を取り入れられるよいチャンス

かと感じています。 

 美幌町の魅力を知ってもらいたいという

目的を持つのであれば、今、ここに出てい

るのは、農業関係や養豚関係が多いと思い

ます。例えば、美幌の町の中の商業や工業

の関係などの面についても、美幌のよさは

まだまだたくさんあるのではないかと思い

ますので、そういうところも取り入れてい

く必要があると感じました。 

 例えば、グルメ開発もありますし、商品

開発などにもすばらしい点が出てくるので

はないかと思いますので、小学生に勉強し

ていただく機会を持っていただくというこ

とであれば、もっと広範囲に広げてはどう

かと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） これは、今、

地域資源マテリアル班という美幌高校の農

業科が中心になって進めている事業ですの

で、たまたま農業を中心にした取り組みが

されているということだと思います。 

 ただ、総合戦略あるいは参画プロジェク

ト補助金においては、学生の若い視点での

まちづくりを進めていくための補助金でご

ざいますので、そのような意味からいけ

ば、農業にとらわれることなく、大きな視

点の中で、個々の団体でできるかどうかも

含めて検討を進めていきたいと思っており

ます。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 
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○９番（坂田美栄子君） よいことだと思

いますので、できれば学生が中心ではな

く、町もかかわってリーダーシップを図っ

てもらうことで、もっと進めやすい状況が

出てくると思いますので、期待をしたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １１番橋本博之君。 

○１１番（橋本博之君） 同じく８７ペー

ジの総務費、企画費、オホーツクイメージ

戦略推進委員会負担金の５５万６,０００円

についてですが、この事業内容について説

明をお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） オホーツクイ

メージ戦略推進委員会負担金５５万６,００

０円についてでございますけれども、オホ

ーツク地域については、自然あるいは豊富

な農林水産資源を有しておりますが、オホ

ーツク全体の地域の資源の情報発信が十分

にされていないということから、管内１８

市町村とオホーツク総合振興局が連携し

て、この地域が一体となってオールオホー

ツクで、オホーツク地域のイメージをアッ

プ・浸透、あるいはブランド化を目指すこ

とを目的としてできた委員会でございま

す。 

 事業内容につきましては、農林水産業の

ブランド化や販路拡大、観光振興など、各

分野における政策目標の実現に向けて、オ

ホーツク地域の統一イメージについて、さ

まざまな手法を駆使しながら、戦略的かつ

効果的に、広く全国・世界に向けてオホー

ツクを発信するプロモーションを実施して

いくための負担金でございます。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。 

○１１番（橋本博之君） この事業につき

ましては、大変期待するところが多いで

す。今回新規事業ということで提案されて

いますが、１８町村が頭割りでお金を出

し、道も半額を出し、総額２,０００万円で

この事業を行うということですが、本当に

一つの町村や一つの市だけではイメージア

ップにはなかなかつながらないという今ま

での経験がありますから、この事業に対し

ては、もっとお金をかけてでもやるべきで

はないかと思うわけでございます。 

 その中で、わかる範囲でよろしいのです

が、今年度の事業内容とか、事務局をどこ

に置くとか、そのようなことについてお知

らせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 先ほど言いま

したように、プロモーションを実施すると

いうことについては決定されているのです

が、今、振興局が中心となって各市町村で

の説明や意見聴取を行っている最中で、事

務局についても、今後、決定されていくと

考えております。 

 事業内容についても、今後、それぞれの

市町村の代表者等々が集まった中で最終決

定がされるのだろうと思っておりますの

で、その段階でどういう形で事業の取り組

みが進められていくのか、また御報告をさ

せていただきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） プロモーションや

ブランド化をする場合に、振興局や１８市

町村の関係職員だけの力では、専門分野で

もありますので、推進委員会の中でどなた

かアドバイザーとして指導助言をいただけ

るような方を迎えて事業に取り組むという

ことなのか。その選考については、この推

進委員会の中で主たる役割を総合振興局が

リードしてやっていかれると思うのです

が、例えば、こういう先生がいいのではな

いかというアイデアのようなものは各市町

村に投げかけられて、そういう中で推進委

員会の中で協議をして決められるのか、既

にその候補者が決まっているのか。差し支

えなければ、そのあたりについてお教えく
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ださい。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） どういう方を

オブザーバーとして迎え入れるか等々はま

だ決まっていないようです。 

 ただ、平成２９年度としては、どういう

イメージやストーリーをつくり上げていく

かということを中心に協議をしていく中

で、それに結びつけたプロモーションがで

きることになろうかと考えております。 

 いずれにしても、協議自体はこれからと

なっておりますので、詳細については、今

後、明らかになってくると思っておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 先ほど橋本議員も

お話ししていたように、道も力を入れて、

お金も出しながら、１８市町村がオールオ

ホーツクで何とか頑張っていこうというこ

とですので、美幌町でもいろいろな機会で

発言しながら、オホーツクのＰＲのため、

この事業に期待をしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） 同じく、８７ペー

ジの企画費の中から、町史制作業務委託料

について、この制作に係る経費内容と配布

方法についての説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） １３０年史制

作の関係でございます。 

 この町史につきましては、今、債務負担

行為で平成２７年度から３カ年で進めてい

るところでございますが、本年度が委託業

務については最終年となっております。 

 今年度の委託内容としましては、町史の

執筆あるいは編さん作業、それから、印

刷、製本、発刊、ここまでは平成２９年度

の業務委託の内容となっているところでご

ざいます。 

 町史の制作にかかる総経費は、平成２７

年度から２９年度に予定されている予定額

を含めて総額３,２６０万円程度の事業費を

予定しているところでございます。 

 また、配布方法につきましては、官公

庁、あるいは管内自治体等の関係機関・団

体、議員の皆さん、教育委員の皆さん、選

管、監査の委員の皆さん、農業委員会の皆

さん等々について配布したいと考えており

ます。また、町民向けには、販売をすると

いうことで進めていきたいと考えておりま

す。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。 

○１番（髙橋秀明君） 今、一般販売とあ

りましたけれども、その周知方法と販売予

定価格をお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 町史の販売価

格はまだ決定しておりません。販売価格が

決定し次第、町民にはあらゆる広告媒体を

使いながら周知を図っていきたいと考えて

いるところでございます。いずれにして

も、価格が決定次第、周知を図りたいと考

えております。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。 

○１１番（橋本博之君） ただいま髙橋議

員が質問された項目について、もう一つ質

問をしたいと思います。 

 この事業につきましては、３年間の事業

ということで、ことしの事業につきまして

は６５８万３,０００円となっております

が、これは１年ごとに事業費の総額が変わ

っていて、頭割りではないのです。今年度

の事業に対して６５８万３,０００円だと思

うのですけれども、その事業内容について

お知らせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 債務負担行為

の設定をされている額が、今、編さんをお

願いしております「ぎょうせい」への委託
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料でございます。 

 このほかに、総額としては、町史編さん

のための専門員あるいは補助員の報償等が

ございます。町史編さんの委託料、「ぎょ

うせい」にお願いしている債務負担行為の

額としては１,７０１万８,０００円ですの

で、これをそのまま単純に３カ年で３で割

るわけにはいきませんけれども、それぞれ

の年度の進む過程によって金額が違うとい

うことで、年割りの中で額を決めて進めて

させていただいているということを御理解

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） ８７ページの中

の北海道田舎活性化協議会負担金につい

て、具体的な内容を御説明願いたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今回、新規に

負担金で計上させていただきました北海道

田舎活性化協議会負担金の５万円でござい

ます。 

 この協議会につきましては、北海道の田

舎活性化を目指して、田舎の資源と価値を

見詰め直して、都市住民の方々に田舎を活

用してもらう場の提供を図るということが

目的とされております。 

 そういうことを行いながら田舎自身も元

気になるという目的で、平成２８年度に道

内５町で発足した協議会です。 

 平成２９年度につきましては、新たに本

町を含め５町を加えて１０町体制の協議会

になる予定でございますが、具体的な事業

内容については、２９年度から入会すると

いうことで、まだ幹事会等々には出席して

おりませんけれども、２９年度の４月以降

に開催されます幹事会、総会等で決定され

ることになっております。 

 いずれにしても、北海道の田舎の魅力発

信をどう進めていくか、あるいは都会の方

の活用をどう図っていくかということが事

業の趣旨ですので、これらにつながる事業

が計画されていると考えているところでご

ざいます。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） この計画はすば

らしいと思っています。というのは、今ま

で、田舎という意味では、本当の田舎とい

う感覚でしたけれども、田舎のよさを今ま

で発信する機会も尐なかったかというよう

に思っていますので、そのような田舎を魅

力的に発信するのが今回の事業かと思って

います。こうして活動できる機会に恵まれ

したので、できるだけ早く、皆さんと協力

しながら進めていけることを強く要望いた

します。 

 美幌のよいところは本当にたくさんあり

ますので、田舎のよさを十分に発揮できる

ような活動の体制をつくっていただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） この協議会の

加入に当たっては、昨年、事前に説明を受

けて趣旨等などについても確認をさせてい

ただいたところでございます。 

 その中でいけば、非常に可能性を秘めた

協議会だと考え、今回、加入をさせていた

だくことにしたわけでございます。それぞ

れ田舎が持っているものを最大限に生かし

ていこうというのが、この１０町の大きな

目的でございます。 

 これが多くなればなるほど、取り組みが

なかなかしづらくなるということで、この

構成団体については、極力ふやさないとい

うことで考えておりますが、どのような取

り組みで１０町それぞれに最大限の効果を

もたらしていける事業の組み立てができる

か、検討を図ってまいりたいと考えており

ます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 
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 ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） ８９ページになり

ます。 

 辺地対策費の中に多目的バス運行委託料

として８００万４,０００円が経費計上され

ておりますけれども、その委託内容につい

て説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 多目的バスの

運行につきましては、旧福祉バスですが、

この専用バスが１台と、混乗スクールバス

のうち３台の計４台で、乗車人数あるいは

時間帯の支障のないときに運行していただ

くということで委託をしているものです。 

 委託内容につきましては、バスの運行は

もちろんでございますけれども、日常の業

務点検、清掃、車両保守、軽微な修理など

を委託しているところでございます。 

 ８００万４,０００円の予算の内容につき

ましては、まず、役場の事業として使う多

目的バスの運行経費として３６０万円を見

込んでおります。これは、距離数にして１

万１,３０５キロメートルです。それから、

住民利用分としての予算を２６６万円見込

んでおります。距離数にして８,３６０キロ

メートルでございます。 

 また、貸し切りでバスを運行させる分が

ございますので、その貸し切り分として１

７４万円、距離数にして５,０００キロメー

トルと運転手が必要になりますので、実車

の１６８時間を予算の中で見ているところ

でございます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 住民利用という観

点で自治会とか各種団体等が研修目的で運

行したいという場合も可能なのでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（露口哲也君） 町のほ

うでは、各自治会についての直接の申し込

みについては受けておりません。老人クラ

ブとか福祉関係団体の要望等に基づいた中

で利用をお願いしております。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 今の答弁ですと、

自治会はだめだというように解釈したので

すが、そのような観点でよろしいのでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（露口哲也君） ルール

として、各自治会等からの直接のお申し込

みについてはこちらでは受けておりません

が、各老人クラブとかボランティア団体の

部分については認めているところでござい

ます。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） これは、もと

もと福祉バスを運行させていたものでござ

いますので、そういう意味からいけば、福

祉関係団体という形で定義をさせていただ

いているところでございます。 

 その中に老人クラブなどが入っておりま

すけれども、自治会での行事等々で使用す

るということについては認めておりません

ので、御了解いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） ８９ページの交通

安全費、運転免許自主返納者交通費助成に

ついて、この対象者数と返納数についてお

示しください。平成２８年度実績と２９年

度の見込みをお願いします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 対象者につき

ましては、町内にお住まいの６５歳以上の

運転免許証保有者でございます。 

 平成２８年１２月末現在で対象者が３,７

４５名いるということで押さえておりま

す。 

 また、平成２８年度の自主返納者の交通

費助成の申請があった人数につきまして
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は、今月の１３日現在で１４４名でござい

ます。そのうち、２８年度につきまして

は、２７年度の自主返納者も対象とさせて

いただいておりますので、その分、２９名

の町民がいらっしゃいます。平成２９年度

につきましては、１００名分について予算

計上させていただいたところでございま

す。 

 ６５歳以上の運転免許証の所有者または

障害者手帳の交付を受けている方も対象と

しているところでございます。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。 

○１番（髙橋秀明君） 今後の参考のため

にということで、返納時の年齢の詳細がわ

かればお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（露口哲也君） ただい

まの実績についてですが、年齢別にお答え

いたします。まず、６５歳以上７０歳未満

の方は１３人おりまして、約９％を占めお

ります。また、７０歳以上７５歳未満の方

は、全部で２８名おりまして、１９％の割

合でございます。それから、７５歳以上８

０歳未満の方が２１名おりまして、１５％

を占めております。それから、８０歳以上

の方は全部で７９名おりまして、５５％を

占めております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ７番早瀨仁志さん。 

○７番（早瀨仁志君） ９１ページの住民

活動推進費の中で、防犯灯等ＬＥＤ化調査

委託料８００万円の具体的な調査内容につ

いての説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 防犯灯ＬＥＤ

化の調査について御説明を申し上げます。 

 まず、調査の内容でございますけれど

も、これにつきましては、環境省の補助事

業を活用した調査を行おうとするものでご

ざいます。設置灯数、灯具の場所、灯具の

種別、電球の種類やワット数やメーカーな

どについて、今年度、調査を図ろうとする

ものでございます。調査灯数については、

今の段階で１,６８６基を予定しているとこ

ろでございます。 

 この調査結果をもとに、平成３０年度に

実際のＬＥＤ化の工事を実施したいと考え

ております。この調査結果によって、同じ

く環境省の補助によって実施しようとする

ものでございますけれども、３０年度に灯

具の交換が終わった後については、翌年度

の３１年度より１０年間のリースを受ける

形になっております。この事業について

は、所有者が行政であることが条件となっ

ております。防犯灯については、それぞれ

の自治会が所有されている形になっており

ますので、今、自治会から町に所有を移す

作業を進めておりまして、これに基づきま

して調査を進めていきたいと考えておりま

す。 

 なお、ＬＥＤ化を図ることによって、電

気料がどのぐらい減額になるかということ

につきましては、先ほど言いました調査を

予定している１,６８６灯の防犯灯、街路灯

の中では、年間約２,４８０万円程度の電気

料金の削減を図ることができると考えてお

ります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １１番橋本博之さん。 

○１１番（橋本博之君） 早瀨議員と同じ

ＬＥＤ化の問題についてです。 

 単に８００万円を１,６８６灯で割ると、

１基当たり４,７００円となるのですが、調

査の内容としましては、灯具の位置、電球

の種類、ワット数、メーカーということ

で、調査委託業者の選定方法はどのように

なっているのか、お聞きしたいと思いま

す。 

 また、専門の業者が必要なのかどうかと

いうことも加えてお願いしたいと思いま

す。 
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○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（露口哲也君） 業者の

選定についてでございますけれども、この

事業を行っている一般的な事例としては、

プロポーザル方式による入札でございま

す。その方式で、リースの会社、地元の電

気業者、灯具、ランプのメーカーなどの企

業体によってプロポーザル方式を受けてい

るのが一般的でございまして、当町もその

ようなことで考えております。 

 また、資格につきましては、一般的な指

名登録をされている業者を考えておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 年間の電気の節約

効果が２,４９０万円ぐらいあるということ

で、将来を考えていく上で、コスト削減と

いう意味でこの事業には非常に期待してい

るところでございます。 

 平成３１年度以降は、１０年リースとい

うことで、今の１,６８６灯を交換したとき

に、１年当たりのリース料はどの程度を想

定されているのか、おわかりであればお教

えください。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） ＬＥＤ化を図

って、その灯具なども含めてリースをする

ことになっておりますけれども、年間のリ

ース料は約３,０３１万８,０００円ですか

ら、１０年間で約３億３００万円程度とい

う金額になろうかと考えているところでご

ざいます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） ９１ページになり

ます。 

 住民活動推進費のうち、東町集会室建替

実施設計委託料２８８万円に関して、４点

ほど質問をさせていただきます。 

 １点目は、町内集会室の現状（集会室の

名前、利用自治会、建築年数、改修・補修

状況等）についての資料をいただきたいと

思います。 

 ２点目は、距離的、周辺環境の条件によ

り、これら集会室を利用できない自治会が

あるのか、ないのかについてです。 

 ３点目は、今回、東町集会室を改築する

ということですが、この東町集会室を先行

した理由についてです。 

 ４点目は、今後の集会室の建築、建替え

計画はあるのか、ないのかについて、以上

４点をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今、御質問が

ありました東町集会室建替実施設計委託料

の関係でございます。 

 まず、１点目の町内集会室の現状につき

ましては、配付させていただきました資料

にそれぞれ記載されているとおりでござい

ます。 

 それから、２点目の距離的、周辺環境等

により集会室を利用できない自治会がある

のかということについてですが、集会室、

あるいは、他の公共施設がその自治会の近

隣になく、こういう施設を利用できていな

い自治会は１自治会あると認識しておりま

す。陽光自治会が近くに公共施設あるいは

集会室を持っていないということで、これ

らの公共施設等々を含めた利用ができない

状況です。ただ、総会等については公共施

設を利用していただいているという状況に

なっております。 

 それから、東町集会室の先行の理由につ

いてでございますけれども、現在、東町集

会室につきましては、昭和５０年建築の建

物でございます。もともと住宅兼事務所の

用途で使用されていたもので、平成５年に

北見営林署より払い下げを受けた建物でご

ざいます。この際に、集会室として利用す

るため、一部、改修を行っておりますけれ

ども、集会室機能としてはまだまだ十分で
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はないと認識しているところでございま

す。 

 また、平成２４年１１月に、東町、寿、

美芳の利用３自治会より、建てかえの陳情

書が提出されております。議会の委員会か

らも、建物の老朽化と耐震性が図られてい

ないということで、早急な建てかえが必要

であるという審査意見が出されております

ので、これらを考慮した中で、東町の集会

室の建てかえが必要であるという判断をさ

せていただいたところでございます。 

 それから、４点目の今後の集会室の建築

計画等についてでございますけれども、現

在、建築あるいは建てかえの具体的な計画

は持っておりません。ただ、公共施設等総

合管理計画の中で、集会室の今後の方針が

示されております。この方針に基づき、そ

れぞれの集会室の施設規模、あるいは配置

等の検討を進めていきたいと考えておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 周辺の施設を利用

できない自治会が１自治会あり、陽光自治

会ということでしたけれども、そこから、

このような建物が欲しいという要望があっ

たのか、なかったのか、お聞きいたしま

す。 

 それから、自治会連合会で東町集会室の

整備の現況についていろいろと説明したと

聞いておりますけれども、そのときに、反

対意見も含めて意見がなかったのかという

ことについてお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） まず、こうい

った施設を利用できない陽光自治会より要

望は上がっていないのかということについ

ては、今、陽光自治会のほうから出ている

状況ではございません。 

 それから、連合自治会に対しての説明に

ついては、連合自治会の役員会でお話しさ

せていただいたところでございますけれど

も、その中においては、それぞれ御理解を

いただいているという考えでございます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 最後の質問になり

ますけれども、今年度は、実施設計委託料

ということですが、実際に整備する、建て

かえを行う計画については、何年ごろに行

って、いつごろできるのかということと、

予算はどのぐらいを見積もっているのかと

いうことについて、お聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 本年度に実施

設計を行いまして、来年度の平成３０年度

に建てかえの予定をしております。 

 面積につきましては、今、３自治会と協

議を進める中で、おおむね１５０平米とい

うことで、大きくなくてもいいという自治

会要望もあり、今後の維持管理費を含め

て、維持管理ができる程度の面積でという

話もありますので、それらを考慮すると１

５０平米程度ということで予定をしており

ます。また、総事業費として、約５,０００

万円から６,０００万円を予定しているとこ

ろでございます。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 今と同じところ

で、住民活動推進費の集会室の実施設計委

託料２８８万円のところです。これは、町

内業者で対応が可能なのか。また、建物の

規模は１５０平米とおっしゃっていました

が、イメージで言うと、青稲会館ぐらいな

のか、それとも普通の旭集会室などの程度

なのか。今ある建物で言うと、１５０平米

というのは大体どのぐらいのイメージなの

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） まず、１点目

の委託業者の関係でございます。 

 この実施設計委託については、まちの格

付業者により行う予定でおります。今、町
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内において建築設計を委託できる格付業者

がありませんので、町内の業者による発注

はできないという状況になっております。 

 それから、１５０平米程度は、約４５坪

になりますけれども、三橋南の集会室がち

ょうどこのぐらいの面積となります。です

から、青稲会館よりは規模的には相当小さ

い集会室になろうかと考えております。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 三橋南集会室程

度の割と小さい集会室ということで、最初

の委託業者について、すごく大きなところ

ではないのに、町内で建築設計を委託でき

る格付業者がいないというのは、私はちょ

っと腑に落ちないのです。その格付という

のは非常に難しいものなのでしょうか。具

体的にこういう業者でなければだめだとい

うことがありましたら、お知らせくださ

い。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今、平成２９

年度の格付の申請の審査をやっている段階

です。 

 ただ、２８年度の分でいけば、町内の業

者において建築設計の格付業者が１社もな

いということになっております。２９年度

の申請、格付状況がどのようになっている

のかについては、今後の審査会で最終決定

がされると思いますけれども、２８年度の

格付の状況からいけば、町内業者で建築設

計の格付をされている業者はないというこ

とでございます。 

○８番（岡本美代子君） 今の答弁では、

平成２８年度は格付業者がいなかったけれ

ども、２９年度に向けての審査を今やって

いるということで、それは、いつぐらいま

でにわかるのですか。 

 それと、私は、このぐらいの建物を美幌

全体で賄えないということはおかしいと思

っております。やはり、町の予算は町の中

で受けていかなければ、お金が回らないと

いいますか、地域のためにもなっていない

と思います。例えば、格付業者がいないの

であれば、育ていくことも大切ではないか

と思います。平成２８年度は格付がなかっ

たけれども、２９年度で審査が通ったら、

町内で発注しないということが変わってい

くのかどうか、その可能性も含めて答弁を

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） これは、業者

からの申請行為でございます。このような

格付に申請がされると変わる可能性があろ

うかと思いますけれども、平成２８年の段

階では、町内の業者から格付についての申

請が一件も上がっていないということでご

ざいます。申請に基づいて審査を行うこと

になっておりますので、この部分について

は、業者から申請が出てくるかどうかとい

うところだと考えております。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩します。 

 再開は１３時２０分といたします。 

午前１２時０９分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時２０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、平成２９年度美幌町一般会計

予算についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 総務管理費、諸費

の中の防災備蓄品等についてでございます

けれども、防災に係る消耗品及び機械器具

の種類、数量について御説明をいただきた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 防災備蓄品等

についてでございます。 

 防災備蓄品等につきましては、別紙資料

により防災対策の物資等を整備していきた

いと考えているところでございます。整備

計画に基づきまして、また不足しているも
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のについては、その都度、追加をしながら

整備に努めていきたいと考えているところ

でございます。 

 なお、平成２９年度の消耗品、備品の購

入内容については、さきに提出をさせてい

ただいております資料のとおりでございま

すので、ごらんいただければと考えている

ところでございます。 

 また、防災の中で、福祉避難所への備品

と消耗品についても整備をすることとなっ

ております。町内において受け入れ可能な

施設としては、介護老人保健施設アメニテ

ィ美幌、特別養護老人ホーム緑の苑、あさ

ひ在宅ケアセンターの３施設と、災害時に

おける福祉避難所の設置運営に関する協定

書を平成２４年８月に締結してきたところ

でございます。 

 それぞれの福祉避難所の収容可能人数に

ついてですけれども、アメニティ美幌につ

いては約５０人、特別養護老人ホーム緑の

苑については約１００人、あさひ在宅ケア

センターでは約３０名ということで、計１

８０名が収容可能となっております。 

 また、福祉避難所について町民に周知さ

れているかということもありまして、こと

しの４月に「暮らしと防災ガイドブック２

０１７」を町内全世帯へ配布する予定でご

ざいますけれども、この中に、福祉避難所

についても掲載させていただいて、福祉避

難所の周知に努めていきたいと考えており

ます。 

 なお、福祉避難所の収容定員充足はどう

かということもあろうかと思いますが、先

ほど申し上げましたとおり、３施設におい

て１８０人が収容可能となっております。

法におきましては、災害時においては、高

齢者、障害者、乳幼児、その他、特に配慮

を要する者が福祉避難所の対象者として想

定されております。 

 その意味からいけば、３施設で１８０人

の収容可能人数では不足を生ずることもあ

ろうかと思いますので、それぞれの対象区

分によってどういう避難所を確保していく

かということについては、今後、防災計画

の中で検討を進めていきたいと考えている

ところでございます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） ただいま、詳しい

説明がありました。福祉避難所の関係の消

耗品６１万５,０００円と、備品で１４４万

７,０００円を今年度計上されておりますけ

れども、今の説明によりますと、平成２９

年度の予算だけではなくて、今後、受け入

れ体制などを含めて、必要な備品は、年次

的な防災計画の中で整備して、何年かかけ

て整備していくという理解でよろしいです

か。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今回、平成２

９年度の予算計上につきましては、特別養

護老人ホーム緑の苑１００名の収容可能と

いうことでお伺いしておりますので、この

１００名を収容するに当たって必要な消耗

品、備品等について整備をさせていただい

たところでございます。 

 残りの２施設、それから、先ほど言いま

した要配慮者の避難先の備品等整備につい

ては、今後、計画をしながら、年次的に進

めていきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） 同じく、福祉避難

所の配置についてですが、前段はよくわか

りました。 

 福祉避難所を必要とする方々というの

は、距離的に言えば、仲町２丁目のアメニ

ティ美幌、あるいは稲美１０５番地の２施

設ということだけではなくて、できるだけ

近在にあってしかるべきなのだろうと思い

ます。所管委員会の調査の中でも、町の必

要な区域に配置するというところがありま

して、美幌町もそうあるべきだというよう
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に思います。 

 今回示されている３カ所は、受け入れ側

それぞれの体制が大変整っているというこ

とで、その点では理想的だと思います。し

かし、多分、それ以外のところでは、受け

入れ体制が整わないけれども、福祉避難所

を地理的に設置せざるを得ないという状況

が求められるのだろうと思います。大規模

災害では遠距離移動は不可能という状況で

す。そういう点での見通しといいますか、

計画はいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今、大江議員

が御指摘のとおり、この３施設１８０名の

収容可能人数では、当然、大きな災害があ

ったときには不足をすると感じておりま

す。 

 また、この３施設のうちの２施設につい

ては、近接した用地に建設されているとい

うことからいけば、もう尐し広い範囲での

福祉避難所の確保が必要だろうと考えてお

ります。 

 そのような意味で、それぞれ指定避難所

として掲げている各施設の中で、福祉避難

所としての機能を持てる施設はどのような

ところにあり、そのためには、どのような

備品あるいは消耗品等が必要なのかという

ことを検討していきたいと考えておりま

す。このような福祉避難所に避難をされる

方は社会的弱者の方が多いわけですので、

このような方をきちんと受け入れられるよ

うな体制整備についても引き続き検討して

いきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 受け入れ体制が整

わない状態の地域でも、例えば、福祉避難

コーナーのような形で設置せざるを得ない

のだろうと思うのです。そういう点で、早

急に計画を立てていただければと思いま

す。 

 どこにあるのかということで、私も地域

防災計画を見たのですが、福祉避難所とい

う表現がなかなか見当たりませんでした。

ただ、既存の３施設があるので、周知方法

を検討して、しっかりとお知らせ願いたい

と思います。できるだけ早期に、不足分の

配置計画を意識的につくっていただきたい

ということをあえて申し上げたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） それぞれの指

定避難所、各学校等々の施設を指定させて

いただいております。その中で、指定避難

所として指定されている部分と余剰の部分

があろうかと思いますので、福祉避難所の

整備が全部整うかどうかは難しいところが

あるのですが、それらを利用する方に配慮

した整備とコーナーを設けていくことにつ

いては、それぞれの公共施設、指定避難所

の状況を見ながら早急に検討を図ってまい

りたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） 同じ項目でお聞

かせ願いたいと思います。 

 避難所について、テレビなどを拝見して

いて思うのですが、大勢いる中で、古い病

院にあるような、布などを使った目隠しが

要るのではないかと思うのです。大したも

のではないと思いますし、シートでも何で

もいいと思うのですけれども、直接見えな

いような目隠し的なものが備品として必要

ではないかと思うのです。テレビで避難所

の映像などを見ていて、目隠しはないもの

かと思うのですけれども、そういう備品を

用意するということが議論になったことは

ないのかどうかについてお尋ねいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 避難された方

のプライバシーをどう守っていくかという

ところは当然あります。昨年、パーティシ
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ョンについては、一部、購入して配置する

ということになっております。また、着が

え等が発生するということもありまして、

外から見られないようなものも整備したと

ころでありますが、数量についてはまだ不

足しているだろうと考えておりますので、

引き続き、それぞれの避難所の中でそうい

う備品整備を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 次に、尐し飛躍

するかもしれませんが、今回の予算を見て

も、そろえるものによって違ってくるとは

思うのですけれども、災害というものは、

いつ来るかわからないという不安があるわ

けです。そうなれば、年次計画という説明

もよくわかりますし、この金額が毎年とい

うことではないと思うのですが、そんなに

かからないのであれば、思い切って５００

万円、１,０００万円を装備に使って、それ

こそ安心感を与えたほうがいいのではない

かと思います。 

 年次計画を頭から否定するつもりはない

ですが、スピードアップという意味でどの

ようにお考えなのか、いま一度、御説明願

いたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 災害はいつ発

生するかわからないということでございま

すので、一刻も早く必要な備品、消耗品に

ついては、整備を図る必要があるだろうと

考えております。 

 ただ、各避難所のそれぞれの収納スペー

ス等々も考えながら、今、備品類の収納場

所が不足しているところについては、大型

の倉庫や物置を設置する形で進めてきてお

りますけれども、それらとあわせて、早い

段階での備品整備を図っていきたいと考え

ております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） 予算書の９３ペー

ジと９５ページになります。 

 諸費の中で、防災資機材保管倉庫設置委

託料が４８万６,０００円、自主防災資機材

等購入補助金が８５万円ということで、二

つの予算を計上しておりますけれども、１

点目は、各自治会に設置している保管倉庫

の状況について、２点目は、保管倉庫の設

置の考え方について、以上の２点について

説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） まず、１点目

の各自治会に設置している保管倉庫の状況

でございますけれども、それぞれの自主防

災組織を含めて各自治会において、防災資

機材等をその在庫スペースも含めて確保い

ただいているところでございますが、それ

につきましては、本年３月１日現在の状況

について資料で提出させていただいており

ます。それぞれ格納庫、資機材を含めて設

置されているところについては、一覧表の

中での記載事項ということで御理解いただ

きたいと思っております。 

 それから、予算の中の防災資機材保管倉

庫設置委託料４８万６,０００円でございま

す。これにつきましては、町の防災資機材

の保管について、各指定避難所への常設配

備を進めてきているところでございますけ

れども、先ほども申し上げましたとおり、

保管スペースの確保が各避難所において課

題となっております。屋内では入り切れな

いもの、あるいは、屋内でも分散して備蓄

されている状況がございます。これらにつ

いて解消を図るため、屋外に大型の物置を

設置して、防災資機材、備品等を集中管理

することで災害対策の強化を図っていこう

とするものでございます。 

 昨年、旭小学校にこの倉庫を設置しまし

て、平成２９年度は美幌中学校、平成３０

年度は東陽小学校でそれぞれ配置していき

たいと考えております。 
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 これも、どこが不足しているのか、どう

いったスペース不足が生じているのか、引

き続き調査を図りながら、設置が必要な避

難所については、早目の設置を行っていき

たいと考えているところでございます。 

 それから、二つ目の自主防災資機材等購

入補助金８５万円についてでございます。 

 各自治会における自主防災組織の機能充

実を図るため、要綱の中で補助金の交付を

させていただいているところでございま

す。 

 平成２９年度につきましては、旭東自治

会からの購入計画が提出されているという

ことで、この旭東自治会の整備に補助金を

８５万円、交付しようとするものでござい

ます。 

 なお、旭東自治会に対しまして、防災の

資機材に対しての限度額であります６０万

円、それから、物置の設置費用として、限

度額の２５万円、それぞれを措置しなが

ら、計８５万円の補助金の予算計上をさせ

ていただいたところでございます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） この自治会の設置

状況を見ますと、まだまだ設置されていな

い自治会が多数あると思うのですが、これ

はあくまでも自治会からの要望があって、

初めて購入設置をするというものなのか、

ある程度、この自治会はこういうものを与

えますので設置してくださいというものな

のか、どちらなのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） これは、各自

治会において、自主防災組織を設置いただ

きながら、その自主防災に当たるための資

機材について町が補助金を交付していると

いう制度でございます。 

 これにつきましては、それぞれの自治

会、自主防災組織の中から、このようなこ

とで資機材あるいは物置について設置を図

りたいという要望に基づいて補助をさせて

いただいているものでございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） 同じ項目です。

よろしくお願いいたします。 

 先ほどの限度額の説明では２５万円とお

聞きしているのですが、よくホーマックな

どではいろいろな物置が置いてあります。

そういうものを見ても、せいぜい１坪か２

坪程度がこのぐらいの値段かと見受けられ

ます。余りにもいろいろなものを入れると

しても、逆に、余裕のない物置を購入され

ているのかと思う点もあるのです。 

 そこで、２５万円の限度額を決めたとき

に、皆さん方ではどういう大きさまで想定

されたのか、その過程の議論があったので

あれば教えていただけませんか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今回、資料で

提出させていただいております交付要綱の

別表抜粋の中に、自主防災資機材等という

ことで、防災資機材セットの品名が載って

おります。これらを収納するスペースとし

ての物置ということでございますので、

今、吉住議員がおっしゃった１坪、２坪の

物置の中で収容が可能と考えているところ

でございます。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 物というのは、

防災に限るとしても、もしかしたら後から

ふえる可能性もあります。そのようなとき

に、余りにも小さ過ぎてはいざというとき

に対応できないのではないかと思います。

それが急に３倍や４倍になるとは思いませ

んが、このような品物はあったほうがいい

という話が成り立てば、倉庫ですから、備

蓄するという役割では多尐なり大き目とい

うものが必要ではないかと思いますので、

今後、よく研究していただきたいという思

いをお伝えしておきます。 
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○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） 資料要求などはし

ていないのですが、企画費の政策推進事業

にかかわって質問したいと思います。 

 平成２７年から平成３１年まで、美幌町

の人口減尐を何とかしたいということから

言えば最高戦略なのだろうと思うのです

が、美幌町のまち・ひと・しごと創生総合

戦略の実行管理にかかわって、幾つかをお

聞きしたいと思います。 

 まち・ひと・しごと創生総合戦略は、御

承知のとおり、平成２７年１０月２７日に

策定されまして、計画期間は５カ年間で

す。ことしはちょうど折り返しの３年目で

あります。 

 計画の目的は、今申し上げましたが、人

口減尐、尐子高齢化の急速な進行の中でそ

れを阻もうということであります。 

 それで、四つの基本戦略ごとに数値目標

を設定しており、具体的な推進施策につい

ては、目標の達成度合いを検証するための

客観的な指標として、重要事業評価という

のでしょうか、ＫＰＩという指数を設定し

ております。 

 私も改めて読ませていただきましたが、

基本戦略の第３は、この美幌町で結婚し、

子供を産み育てたいという希望をかなえる

ということでありまして、数値目標は、合

計特殊出生率で平成３１年度までに１.７、

婚姻届け出数で１００件ということで、尐

し高い目標になっております。 

 なお、この計画については、半年後の平

成２８年３月２９日に改訂版がつくられま

して、私ども議員にも渡されております。 

 そこでお聞きしますが、それぞれの目標

について、多分、具体的に検証されている

と思うのですが、ちょうど折り返しという

ことで、この部分だけで結構ですので、合

計特殊出生率をこれまでの５年間の平均の

１.６４を１.７にしようということで、ど

ういう到達状況にあるのかということと、

婚姻届け出数について８０件台であったの

を１００件にしようという目標に対してど

ういう状況にあるのか、最初にお聞きした

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 資料の用意がなか

ったため、尐し時間がかかるようですの

で、尐々お待ちいただきたいと思います。

（「それでは、具体的な質問をいたします

ので、後でお示しいただいて結構です」と

発言する者あり） 

 ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） 到達点について

は、後ほどいただきたいと思います。 

 ２回目の質問ということで進めたいと思

います。 

 実は、大変大事なデータが示されており

ます。それは、子ども・子育て支援に関す

るもので、東陽保育園、美幌大谷幼稚園の

お母さんたちから１１３名の回答を得てい

るというアンケートです。 

 特徴は二つありまして、現在、子供をお

持ちのお母さんたちが希望する子供の数に

ついて、これまでの平均が１.２人ぐらいだ

ったのに対して１.４７人ぐらいということ

で、美幌町にとっては大変期待の持てるア

ンケートになっています。 

 ただし、そのために行政に対して期待す

ることについては、総合戦略の４５ページ

になりますが、子供（就学後に係る費用へ

の助成）が断トツに多く、５９.３％という

状況です。第２位は、幼稚園、保育園、医

療費などへの乳幼児医療費に係る費用への

助成が２１.２％ということで３分の１程

度、第３位が子供を安心して預けられるサ

ービスの強化や施設ということで２０.４％

ですから、歴然としています。子育て支援

で行政に期待することという直接的なアン

ケートの結果がこうなのです。 

 これらについて、この５年間で数値目標

を達成するためにどう展開するべきなのか

というときに、私には具体的な裏づけがま
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だ見えないのです。この大事なアンケート

結果を踏まえてどのように展開されようと

しているのかが見えないのです。 

 最初に申し上げましたけれども、総合戦

略の実行管理が十分ではないのではないか

と思うので、そこをお聞きしたいと思いま

す。 

 なお、これを推進するための体制につい

て、土谷町長みずからが本部長なので、担

当部長ももちろん入っておられますけれど

も、それぞれの部局に対して具体的にどう

しろという指示を与える最も大事な体制が

機能していないのではないかと思うのです

が、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 議事進行について

です。 

 先ほど、休憩中に取り進め方について確

認したと思うのですけれども、質問内容が

悪いということではなくて、当初確認した

進め方と違いますので、再度休憩して、そ

の辺を再確認していただきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 確認行為のため、

暫時休憩いたします。 

 再開は１４時３０分といたします。 

午後 １時５３分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時３０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、平成２９年度美幌町一般会計

予算についての質疑を行います。 

 答弁をお願いいたします。 

 町長。 

○町長（土谷耕治君） 大江議員の質問に

お答えしたいと思います。 

 まず、合計特殊出生率でありますけれど

も、暦年で平成２８年は１.３７です。ちな

みに、平成２７年度は１.２７でございま

す。 

 お尋ねのまち・ひと・しごとの創生本部

長としてどういう指示を出しているかとい

う話ですけれども、私は全般的に推し進め

ていかなければいけない、総合的な施策を

取っていかなければいけないということを

言ってきました。 

 ３６ページから３７ページにかけて、ま

ち・ひと・しごとの創生総合戦略の中で、

子ども・子育て支援の充実ということで主

な事業を５項目掲げております。主な事業

以外にもたくさんの事業があると思います

が、ここでこういった形で取り上げており

ますし、アクションプランの１４ページ、

１５ページにかけても、さまざまな取り組

みを全体的に押し上げていきましょうとい

うことで指示をしております。 

 もちろん、この総合戦略あるいはアクシ

ョンプランについては、職員の皆さんの力

をかりながらつくり上げてきたものであ

り、職員については十分承知の上だと思い

ますので、そのように御理解をいただきた

いと思っております。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） この総合戦略を立

てるに当たって、関係者に対して、行政と

して直接何をやるべきかという設問は、多

分、いろいろなアンケートの中で初めてで

はないかという印象を私は受けているので

す。それに答えられて、保育園と幼稚園の

在籍数１５２人の子供たちの親に対して配

布して、１１３人が回答されたということ

で、統計的に見ても信頼できる数であるか

ということもチェックさせてもらいました

ら、９５％の信頼度のアンケートの調査と

いうことです。ですから、大変適切なもの

で、誤差なども全部省いて信頼ができるア

ンケートの中で、行政に対して何を望んで

いるかという点で言えば、現在は幼稚園、

保育園に通っているけれども、小学校入学

以降、ぜひやってほしいという項目が１項

目めの選択肢のようです。先ほど申し上げ
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ましたけれども、５９.３％、全体の約６割

近くがここに期待しているということなの

で、総合戦略の改定版では、乳幼児医療費

は赤字で加筆されていて、なるほど、こう

いうものが変化しているのかと思いまし

た。 

 ところが、現実の展開を見ますと、計画

は半ばを迎えようとしているのだけれど

も、全然動きがないということで、これは

いかがなものだろうと私は思っています。 

 責任者は町長で、各担当部長も入って推

進チームをつくっておられて、それぞれの

数値目標を持って到達度も検証していくと

いうことを明らかに示されているので、大

変大事な、だから総合戦略なのだと思って

いるのですが、それに対する認識を共通に

しなければいけないのではないかと思い、

質問をしたところです。このアンケートの

中でお母さんたちが望んでおられることな

ので、いよいよ裏づけが必要になっている

のではないかということです。 

 先ほどの数字を加重平均すると、現在の

子どもの数は２.１９人なのだけれども、希

望する子どもの数は０.３人ふえて２.４９

人です。パーセントを逆に割り返して加重

平均しましたので、これはおおよそです。

しかし、明らかに今よりも子供をふやした

いとお母さんたちは願っていて、その思い

を実現するために行政に期待しているナン

バーワンは、やはり就学後の医療費、給食

費、教材費への助成であるということをチ

ーム全体として共通認識にしていかなけれ

ばいけないのではないかと思うのですが、

それは共通認識にはなりませんか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） もちろん、総合戦

略、アクションプランにのせてある事項で

すので、ほかの事業も含めて全体的に押し

上げていくということは必要だと私は思っ

ております。 

 そこで、アンケート調査ですけれども、

平成２５年以降のものを私も調べてみまし

たら、一つには、総合計画をつくるに当た

って、住民満足度調査、子ども・子育て支

援事業の策定に関するアンケート調査、町

民まちづくりアンケート調査、まち・ひ

と・しごと創生総合戦略を策定するための

子供アンケート調査、健やか親子２１の計

画指標アンケート調査ということで、２５

年以降、大きなアンケート調査は五つ行っ

ていると思います。これは、後から調べて

いただければわかると思いますが、多分、

間違いない数字だと思います。 

 その中で、今、大江議員がおっしゃっ

た、まち・ひと・しごと創生総合戦略を策

定するための子育てアンケート調査につい

ては、対象の配布数は１２８人で回答が１

１３人です。 

 これは、大谷幼稚園と東陽保育園の子供

の保護者に対するアンケート調査というこ

とで、内容を見ますと、設問４で、次の１

５のうち三つまで丸印をつけてくださいと

いう中では、乳幼児医療費の助成制度の拡

充が２９.０％ということで、第４位です。

そして、設問５で、１０の事業のうち一つ

に丸をつけてくださいという中では、子供

の就学後にかかる経費の助成ということ

で、教材費、給食費、医療費等の助成とい

うのが５９.３％で、大江議員がおっしゃる

ように第１位であります。 

 いずれにいたしましても、アンケート調

査でありますので、我々は基本的に尊重す

べき数字だろうと思っております。そうし

た中で、総合戦略あるいはアクションプラ

ンをつくってきたということでありますの

で、それを総合的に押し上げてＫＰＩを何

とか達成していきたいという思いですの

で、この点についての御理解をお願いした

いと思っております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） 予算書の９５ペー

ジになります。 
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 諸費の中の災害対策用バス運行委託料で

７万６,０００円が計上されていると思いま

すけれども、この具体的内容について説明

をお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今の御質問に

ありました９５ページの災害対策事業で

す。これは、新規の項目でございますの

で、この事業全体について御説明させてい

ただきたいと思います。 

 まず、この予算につきましては、台風等

の災害発生に備えまして、１泊２日程度の

災害を想定した災害の対策経費について計

上させていただいたものです。 

 具体的には、災害対策本部設置後の必要

経費や避難勧告、あるいは避難指示が発令

された場合の避難所運営経費などを計上さ

せていただいたものでございます。 

 積算の根拠につきましては、昨年８月の

台風の際にかかった経費をベースに算出し

計上したものでございます。 

 次に、今御質問のありました災害対策用

バス運行委託料でございます。この委託料

につきましては、避難勧告あるいは避難指

示が発令された場合、避難者の移動対策と

して、避難所までの運行、あるいは消防団

員を招集後、現場配置のための輸送用とし

て運行の委託をするものでございます。 

 阿寒バス株式会社様との協定に基づきま

して、町有バスを使用した場合には直接費

のみの精算という形になっています。そう

いった意味からいきまして、今回の７万６,

０００円の計上につきましては、人件費、

バスを３台という想定をしまして、１０時

間分で７万３,８６０円と運行にかかる燃料

費として１,７４０円、トータルで７万５,

６００円の計上を行ったところでございま

す。 

 また、この対策事業の中で訓練を想定し

ているものでございますけれども、本年度

防災訓練を予定しているものにつきまして

は、さきにある資料で提出させていただい

ている６回を予定しているところでござい

ます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 人件費が７万３,８

６０円で１０時間分ということですけれど

も、こういうバスを運行するにはタイミン

グが非常に難しいと思うのです。遅かった

らバスを走らせることもできませんし、す

ぐ運転手に来てくださいというわけにもい

かないと思うのですが、災害対策本部が設

置されたらバスの運転手さんにも来てもら

って、避難所の運行に備えるという考え方

の積算が１０時間ということでいいのでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 実際には、バ

ス要請をして出動いただいて、それから車

庫に戻るまでの時間を１０時間ということ

で想定しておりますけれども、迅速なバス

の運転手の確保も必要でございますので、

予想される場合については、早目に阿寒バ

スさんのほうに要請させていただくことが

あるという連絡は入れているところでござ

います。 

○議長（大原 昇君） そのほかに質疑は

ございませんか。 

 １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） 単純にリッター

当たり１５キロメートル走るか１０キロメ

ートル走るかは今議論しませんが、災害と

いってもいろいろありますから、例えば冬

場、距離的には走らないから軽油計算は別

として、車を暖めておくと。この意味はわ

かってもらえますね。そういう意味の経費

というのは、夏の場合と冬の場合がありま

すが、どういうカウントになるのですか。 

 これは、人件費１０時間というのは網羅

されていると思います。見た目の走った距

離に対する単価についていい悪いを言うつ

もりはないですが、今言ったような意味合
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いで待機しているだけでも燃料がかかる分

をどうカウントされているのか、御説明い

ただきたいと存じます。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 基本的には、

行政から阿寒バスに要請をして、その災害

対応にかかった経費については精算をする

形をとらせていただいております。そし

て、阿寒バスさんとしてこの災害対応につ

いてどれだけの経費が直接費としてかかっ

たかという中で精算をさせていただきたい

と思っておりますので、その部分について

は阿寒バスさんのほうで、俗に言う暖機運

転の時間を含めてどの程度かかったかとい

うことで経費が積算されるものと考えてお

ります。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） そういう答弁を

されると、これ以上話が続かないのです

が、こういう疑問を相手にも率直に示す

と。いい意味で、どう処理されていますか

と逆に心を開いて言ってあげないと、単純

に困ってしまうと思うのです。今後、相手

方にお話しするときに、そういうことも含

めてきっちり説明した上で、見積もりなら

見積もりをいただくような形をとらなけれ

ばいけないのではないかということを御指

摘しておきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ほかに、１項、総

務管理費について、質疑はありませんか。 

 ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） ８５ページの総務

管理費の企画費、空き家実態調査の件でご

ざいますけれども、消防との連携は考えて

おられないのかということです。消防のほ

うで空き家関係の調査に入り込んでいると

いうことがあるのですが、その点について

お伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 当然、消防の

ほうでも、防災、火災の調査を実施してお

ります。それらの情報もあわせて共有しな

がら進めていきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） ９１ページです。

先ほどの東町集会室の建替実施設計委託料

の関係で、町内業者での委託は不可能とい

うことで、いわゆる格付業者がいらっしゃ

らないという説明だったのですが、新年

度、町内業者の中から格付の申請があるの

かどうか、あるいは、それ以前に町内に何

社くらいの格付業者がいらっしゃったの

か、もしわかればお教えください。 

○議長（大原 昇君） 契約財産主幹。 

○契約財産主幹（大場正規君） お尋ねの

町内業者につきまして、過去に平成２３

年、２４年度までは申請がございまして、

町内業者１社が登録されていましたが、平

成２５年度以降につきましては、専属の技

術者が退職したことにより申請をしていな

いとお聞きしております。 

 また、現在まとめ中である平成２９年

度、３０年度の申請に関しましては、町内

の業者はありません。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） ７７ページの自

治法派遣職員負担金の項目に当たると思い

ますので、お尋ねしたいと思います。 

 実は、美幌町も職員の定数は決まってい

ると思っております。今回、道職員を受け

入れるという趣旨の内容ですので、美幌町

で言う定数にカウントするのかしないの

か、定数との絡みでお尋ねしたいと存じま

す。 

 以上。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 定数には入ら

ないという認識はしておりますけれども、

自治法の派遣による職員については、両方
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の身分を有する形になっております。今回

でいけば、北海道職員としての身分も有し

て美幌町職員としての身分を有するという

ことでございますので、どちらの定数でカ

ウントするかについては、派遣元の定数と

なるのかどうか、１００％自信を持って言

えませんので、尐し調査をさせていただき

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 今回この仕組み

の中で道職員を受け入れるのはよろしいこ

とだと私は思っています。でも、実質的な

負担という意味で、退職金だけは違うとは

書いてありまして、これは組織上仕方ない

ことだと存じますが、基本的には職員を直

接雇ったと同じような資質があるのだと推

測できますので、そこら辺も十分調査され

て、後で教えてください。よろしくお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１項、総

務管理費を終わります。 

 次に、２項、徴税費、９６ページから９

７ページまでの質疑を許します。 

 ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） ９７ページの徴税

費の中で、家屋評価システム整備委託料２

３４万９,０００円を計上しておりますけれ

ども、その具体的内容について説明をお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 家屋評価シス

テムの具体的内容でございますけれども、

家屋の評価額につきましては、屋根、基

礎、外壁など家屋の部分別に資材の使用量

などから価格を求め、合計したものとなり

ます。 

 この仕様としまして、現地確認、図面を

もとに各部分の資材の使用量などを求める

こととしており、その集計については、エ

クセルで作成された家屋評価調書を使用し

ているのが現状です。 

 あわせて、３年に１度の評価がえがあり

ますけれども、そのときには新評価基準に

対応した家屋評価調書の作成が必要という

ことになります。今、これらの業務に多く

の時間を要している現状になっておりま

す。そこで、今回導入を予定している家屋

評価システムにおいては、まずは図面を作

図することで、それぞれ各部分別の資材あ

るいは使用量を自動的に計算ができるシス

テムでございます。また、対象家屋の所有

者、所在などの管理もこのシステムの中で

一元化できます。また、評価がえによる評

価基準の改正内容及び価格の変更がシステ

ムの導入によって一括で行うことができる

ことから、家屋評価事務にかかる時間を大

幅に短縮できるものでございます。 

 そういった意味から、今までは評価計算

に一般住宅１棟であれば通常は半日程度を

要しておりましたけれども、システム導入

によりまして３０分から１時間程度で計算

が完了するということがまず１点です。 

 それから、評価がえに伴う価格の変更等

についてでございますけれども、今まで１

カ月半程度の時間をかけて３年に１回の評

価がえに対応してきたわけですが、システ

ム導入後においては約１カ月程度で評価が

えの対応ができるという形でございます。 

 そういった意味からいけば、課税事務に

おける大幅な時間短縮を図ることができる

ということとあわせて、適正な課税処理を

図れるということで、今回の整備を図ろう

とするものでございます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 業務の効率化につ

ながって、非常にいいシステムだという認

識をさせていただきました。 

 これにつきましては、３年ごとというこ

とだったのですが、毎年、この委託料に関
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する経費はかかるのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 税務主幹。 

○税務主幹（田中三智雄君） ２年目以降

につきましては、保守委託料だけで約３０

万円弱の金額となっております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） ９７ページの徴税

費、固定資産路線価評価業務委託料です

が、この業務委託内容と委託料算定の根拠

について説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 固定資産路線

価評価業務委託料１,０３５万８,０００円

でございますけれども、固定資産税の対象

となる土地と家屋の評価額は３年に１度、

評価がえを行うことになっております。今

回、委託をしようとしている業務につきま

しては、平成３０年度の評価がえに向け

て、市街地の宅地の評価額のもととなる路

線価の見直しを行うものでございます。 

 見直しとなる路線については、１,３９６

路線で、業務内容としましては、前回、平

成２７年度の評価がえ以降の価格形成要因

の調査、各路線における評価形成要因のデ

ータ処理、路線図、課税データ、処理デー

タの作成となっております。 

 委託料の算定根拠につきましては、さき

に配布をさせていただきました表のとおり

となっております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。 

○１番（髙橋秀明君） ３年に１度の評価

がえということですけれども、この３年に

１度の委託先について、業者が多いとは思

いませんが、毎回同じ先で委託してもらっ

ているのか、先ほど家屋評価システム整備

委託とありましたけれども、委託先はこの

業務とダブるのかどうかを教えてくださ

い。 

○議長（大原 昇君） 税務主幹。 

○税務主幹（田中三智雄君） 委託先につ

きましては、随意契約ということで、１社

になります。先ほどの家屋評価システムと

はまた別な業者となります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 以降、徴税費について質疑がある方は挙

手願います。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、２項、徴

税費を終わります。 

 次に、４項、選挙費、９８ページから９

９ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、４項、選挙費を終わります。 

 次に、５項、統計調査費のうち、１目、

統計調査費、１００ページから１０１ペー

ジまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、５項、統計調査費のうち、１

目、統計調査費を終わります。 

 次に、６項、監査委員費、１００ページ

から１０１ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、６項、監査委員費を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

午後 ３時０２分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ３時０３分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。  

 引き続き、平成２９年度美幌町一般会計

予算についての質疑を行います。 

 次に、２款、総務費のうち、３項、戸籍



 

－ 233 － 

住民基本台帳費、９８ページから９９ペー

ジまでの質疑を許します。 

 ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） ９９ページです。 

 戸籍住民基本台帳費の婚姻届ホルダー贈

呈事務の５４万円と、婚姻届写真撮影場所

設置４２万７,０００円でございますけれど

も、撮影場所、また、新年度に入っての開

始時期の予定などお伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木 斉君） それで

は、婚姻届ホルダー贈呈事務及び婚姻届写

真撮影場所設置について御説明いたしま

す。 

 婚姻届を提出した方の記念写真を撮影す

る場所を、庁舎１階、戸籍住民担当前のコ

ミュニケーションボード前に設置するもの

でございます。設置するものといたしまし

ては、ロールスクリーンを設置し、サイズ

としては幅が２メートル、高さが２.８メー

トル、設置数は２台、設置時期は秋ごろを

予定しております。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） 設置数は２台、２

種類の背景を設置とありますけれども、１

点は背景に美幌峠など風景写真をプリント

ということですが、もう一点はどういう感

じの背景でしょうか。まだ決まっていませ

んか。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木 斉君） ロール

スクリーンにプリントする背景でございま

すが、１種類は美幌峠を予定しておりま

す。もう一種類は、内部で検討中ですが、

風景写真をプリントする予定でおります。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） この資料では平成

２６年４月より実施しているわけですけれ

ども、２６年度、２７年度は１０４組、平

成２８年度、昨年は２月末で８１組という

ことで、この数字を見て驚きました。結構

いるのだなと感じておりました。 

 この写真は、本人の承諾を得るといいま

すか、強制ではないですね。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木 斉君） 今回設

置いたします記念写真の撮影場所でござい

ますが、婚姻届を提出した方が写真撮影を

御希望された場合に背景として用いるもの

でございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） 時期について、

秋というように聞こえたのですが、なぜも

っと早くできないのかという素朴な疑問で

す。そこら辺をもう尐し丁寧にお答えいた

だければありがたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木 斉君） ロール

スクリーンの設置時期でございます。 

 ロールスクリーンの写真のプリントに施

す期間は、見積もり業者に確認すると１カ

月ほどかかるという回答をいただいており

ますので、それをプリントする期間と、照

明器具の移設とあわせて２カ月、もしくは

その前後くらいの期間を要すると見込んで

設置しようとするものでございます。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） これは、気持ち

という意味で受け取ってください。 

 この世の中ですから、早めてくれと言え

ば早められる世の中だと私は思いますの

で、最大限、努力してください。これしか

言いようがありません。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） スケジュール

につきましては、業者の予定等もあります

が、できる限り、完成次第、準備を整えて

設置をするということで進めさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 
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○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、３項、戸

籍住民基本台帳費を終わります。 

 次に、３款、民生費、１項、社会福祉

費、１０２ページから１１３ページの質疑

を許します。 

 ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） １０３ページにな

ります。 

 総務費の中で、網走慈恵院負担金９万２,

０００円とありますけれども、その内容に

ついて説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） お答えいたし

ます。 

 網走市の大曲にあります更生保護法人網

走慈恵院でございます。 

 定員は１７名です。 

 目的としましては、犯罪をした人や非行

のある尐年など、頼ることのできる人がい

ない、または生活環境に恵まれない、ある

いは本人に社会生活上の問題があるなどの

理由ですぐに自立更生ができない人のため

に、一定の期間保護して、円滑な社会復帰

を助け、再犯を防止するという役割を担っ

ている施設でございます。 

 負担につきましては、近隣の７市町でご

ざいます。網走、美幌、大空、津別、斜

里、清里、小清水が施設運営費の一部を負

担しております。 

 参考までに保護状況でございますが、平

成２８年度で見ますと、２９年２月末で延

べ２,２６６人となっております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １１番橋本博之さん。 

○１１番（橋本博之君） １０３ページ、

戸澤議員の質問の３段下になりますが、社

会福祉費、社会福祉協議会補助金の拡充理

由と内訳について説明していただきたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） お答えいたし

ます。 

 増員、拡充の理由でございます。平成２

７年度から２年間、町の職員が派遣研修と

して事務局長を担っておりましたが、本年

度末で期間満了となります。この事務局長

の人件費がふえるものが１名増の考え方で

ございます。拡充の理由でございますが、

そのほかに１名の職員が本年度末で期間満

了となります。今後、成年後見事業に係る

業務量の増加を見込みまして、専門職の社

会福祉士を正職員で採用し、強化を図るた

め拡充するものでございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 今拡充の目的はわ

かりましたが、人件費がふえるのは、事務

局長の分と、その下にある社会福祉士を正

職員で採用するということで、この両方の

人件費が増になるという押さえでいいと思

うのですが、あわせて、今、社会福祉協議

会は、この理由の中にもあった成年後見事

業以外にも、道社協から日常生活の自立支

援事業の仕事がおりてきたり、町の業務依

頼で、配食サービスの回数がふえ、業務量

が非常にふえている状況の中で、この６名

体制で、現状の予算の中で十分な活動がで

きるのかどうか、その辺の行政側の判断を

お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） ただいまの御

質問でございますけれども、いろいろな事

業がふえているということで、社会福祉協

議会からの要望は受けておりますが、平成

２９年度につきましては、新しい町職員の

人件費と正職員採用分の１名、トータル６

名分の人件費を補助するということで、今

後につきましては、これからの業務量を見

つつ、その都度協議をしながら社会福祉協
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議会の支援をしていきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） １０３ページの

社会福祉総務費の中の民生委員活動事業の

費用弁償について、具体的にお話を伺いた

いと存じます。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 具体的な内容

でございます。民生委員、児童委員の道内

視察研修で５８名分を計上しているもので

ございます。 

 内容としまして、視察研修予定先でござ

いますが、本別町の社会福祉協議会で、も

う一つが余市町の民生委員・児童委員協議

会を視察するということで計上しておりま

す。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 場所的には２カ

所というように受けとめたいと思います

が、もし違っていたら後で御指摘くださ

い。 

 もし２カ所ということであれば、せいぜ

い１泊２日分くらいの予算計上かと思うの

ですが、本別も余市も乗り物の関係で時間

的に結構ハードだと思うのです。これは、

私が勝手に金額面から考えると、肉体的負

担も多く、余裕もなく、余りにもハード過

ぎる日程を組まざるを得ないです。まして

や、なり手が尐ない中で、お願いして、さ

らに専門の研修を受けていただくために

は、もう尐し思いやりのある研修の仕方で

あるべきだと思うので、そこら辺をどうお

考えなのか、お聞きしておきたいと存じま

す。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 視察研修先で

ございます。確かに２泊３日を考えており

ましてハードな強行スケジュールでござい

ます。多目的バスを使って皆さんで動くと

いうことで、近場もいろいろ探したところ

ですが、例えば本別町の社会福祉協議会で

すと、安心サポートセンターという取り組

みに非常に興味があり、なおかつ余市町に

つきましても、向こうの定数は６３名でご

ざいまして、美幌町と同等の規模を持って

おりますので、同じ悩み等もあるというこ

ともあり、拡大委員会にも諮ったところ、

いいだろうと許可をいただいたところでご

ざいます。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 行程的には、余

裕がなく、相当ハードな予算づけではない

かという思いです。これでは後々の人材確

保にも影響を与えないかと思うところで

す。 

 先ほど言ったように、本別といったら帯

広のほうで、余市といったら札幌を越えて

向こうです。余りにもハードな行程ではな

いでしょうか。 

 決して勉強に行く場所が悪いと言ってい

るのではないのです。しっかりした予算づ

けが必要ではないかという趣旨でお話しさ

せていただいていますので、今後、必要な

ものはきっちり見るような考え方を持って

いただけないかということです。お答えく

ださい。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） お答えいたし

ます。 

 １万８,０００円の金額でございますが、

実は打ち切りにしております。残り分は民

生委員児童委員協議会から支出するという

ことで、この辺も皆様に了解していただい

ております。行程的にも、朝早く、帰りが

遅くなるかもしれませんけれども、３年に

一度の研修ということで皆さんに御理解い

ただいておりますので、よろしくお願いま

す。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり
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ませんか。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） １０５ページでご

ざいます。高齢者福祉費の中の成年後見支

援センターの業務委託料ですけれども、平

成２８年度の支援研修と今後の動向につい

て御説明いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） お答えいたし

ます。 

 支援件数ですが、平成２８年度２月末の

相談件数が１０件、社会福祉協議会が法人

後見として受任にしている件数が２件とな

っております。 

 今後の動向につきましては、高齢者の増

加に伴いまして、認知症などにより判断能

力が低下する方も増加すると考えておりま

す。国では、後見制度の利用の促進に関す

る法律を施行しております。さらなる後見

制度利用への機運が高まっている状況でご

ざいます。 

 町としましても、成年後見制度の啓発活

動を今後とも行いながら、申し立てする方

を全面的にバックアップしていくことがさ

らなる利用促進につながるものと考えてお

ります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） １０７ページの高

齢者福祉費の中の在宅福祉サービス委託料

１７２万９,０００円、愛のふれあい訪問事

業委託料１６万円、生きがい活動通所支援

委託料６８万円、短期宿泊利用サービス委

託料２８５万６,０００円についてですけれ

ども、平成２８年度見込みと平成２９年度

計画の利用予定数をお伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） お答えいたし

ます。 

 事前にお配りしております資料のとおり

御理解いただければと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 資料で見たのです

けれども、愛のふれあい訪問事業は、実績

が１７人、平成２９年は２０人ということ

で、私も、以前からこの事業に対する評価

が気になっておりました。 

 それぞれの自治会の中に助け合いチーム

があって、心配な高齢者の方の見守りにつ

いて美幌町はしっかりできていますから、

わずか２０人のこういう訪問事業、これは

ヤクルトを配っているものだと思うのです

けれども、今、この時代での必要性につい

てどのような評価をされているのか、お聞

かせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） お答えいたし

ます。 

 利用人数は多くはないのですが、去年

も、月曜と金曜日に配達をされているある

方から、新聞がたまっている、連絡がとれ

ないという連絡を頂戴しております。結果

的には、たまたま町外に出られていたとい

うことで事なきを得たのですけれども、こ

の見守り体制というのは多ければ多いほう

がいいと思っておりますので、現在、この

事業は活躍していると思います。 

 ただ、上杉議員がおっしゃるとおり、今

はいろいろな目がありますので、今後どう

なるかについては、状況を見ながら、研究

を図っていくことになるかと思います。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） そういう事案があ

ったということですが、わずか２０人ぐら

いだとすれば、先ほどお話ししたように、

自治会等に配っている対象者についての安

否確認のお願いをすることで十分対応でき

るのではないかと考えておりますけれど

も、今後検討してきたいということですの

で、行政側の対応について注視していきた
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いと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） 同じ１０７ペー

ジで、生きがい活動支援通所についてであ

ります。まず、その見込みの根拠を御説明

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） こちらの事業

はデイサービスとなっておりまして、介護

認定の非該当の方が利用するものございま

す。 

 平成２８年度につきましては、延べ利用

者数で８５名、委託料は３８万６,９２０円

でございます。２９年度につきましては、

１名の新規を予定しており、延べ人数で１

４４名、金額にして６８万円としておりま

す。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 今の説明は延べ

人数ですので、平成２８年度は２名、平成

２９年度は実員で３名になったという変化

ということで受けとめさせていただきま

す。わかりました。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） 同じ１０７ページ

の中で、独居老人等除雪委託料８６万２,０

００円の内容についての説明をお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 内容説明でご

ざいます。除雪の労力の確保が困難な在宅

の高齢者世帯に対して除雪サービスを行

い、日常生活の維持と事故防止を図り、高

齢者の福祉の向上に資することを目的とし

た事業でございます。 

 対象世帯はおおむね６５歳以上の独居ま

たは夫婦の高齢者世帯及び重度の身体障が

い者のいる世帯でございます。かつ、生活

保護法の規定による被保護世帯及び前年度

分の町民税非課税世帯が対象となっており

ます。 

 なお、除雪の範囲でございますが、日常

生活の維持と安全を維持する上で必要最小

限と認められる道路の除雪に対応している

ものでございます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） これは、自治会に

助け合いチームというものがありまして、

そこが基本的に対応しているという認識で

した。それでも、１４世帯が登録している

ということで、実際の申請と、登録の要領

と、認定の要領はどのようになっているか

ということと、委託先はどこなのかという

２点についてお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 認定の要領で

ございますが、申請をいただきまして、状

況を確認いたします。こちらの事業は、お

おむね玄関から道路まで、家から出られな

いという人たちのために道路幅約１メート

ルの幅を除雪するというものでございまし

て、間口の除雪とは尐し違うものでござい

ます。 

 また、委託は、みどり就労センターでご

ざいます。 

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。 

○６番（戸澤義典君） 除雪の要領はわか

ったのですが、そういう場所であっても基

本的には助け合いチームが動いているとい

う認識でした。助け合いチームではなく

て、どうしてこの独居老人等の除雪委託料

だけが特別にあるのかという区分がわかり

ませんので、そこら辺の説明をもう一度お

願いします。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 失礼いたしま

した。 
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 基本的には、戸澤議員がおっしゃるとお

り、助け合いチームが機能しているところ

もありますが、中には助け合いチームがな

い自治会等もございます。また、住宅が尐

し遠いところにある場合にも対応している

ものでございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） １０９ページで

す。障害福祉費の中の非常勤職員報酬で２

１万３,０００円という御提案がなされてい

ますが、この中で、職員数及び日数をどの

ように積算しているのかということをお尋

ね申し上げたいと存じます。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 職員数と日数

の積算でございますが、こちらの報酬は新

規に計上したものでございます。平成２８

年に自殺対策基本法が改正されまして、平

成３０年度までに各市町村において自殺対

策計画の策定が義務づけをされておりま

す。 

 基本法の中には、自殺対策は保健、医

療、福祉、教育、労働その他の関連施策と

の有機的な連携が図られ、総合的に実施さ

れなければならないとされておりますこと

から、各分野の関係者が構成員となってお

ります美幌町障害者自立支援協議会におき

まして、自殺対策計画の素案策定を行うこ

ととし、全体会議２回分の報酬を計上して

おります。 

 積算根拠につきましては、委員１９名に

より２回分の積算となっております。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 今回、新規だと

いうことでさらにお尋ねしたいと思いま

す。もちろん専門家も含めた中での会合だ

と思うのですが、年２回ということです。

むしろ新しいことはさっさと組織づくりも

含めて確立し、機能を早める必要があるの

だろうと思うところです。 

 私の趣旨から言うと、２回というのは尐

な過ぎます。それでできると思うのです

か、不安です。なぜ２回なのですか。出だ

しなものですから、もっと必要ではないか

と思うのですけれども、そこら辺の考え方

をお示しいただきたいと存じます。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） お答えいたし

ます。 

 この計画は、ことしの夏までに国が自殺

総合対策大綱を改定いたします。その後、

北海道においても自殺対策行動計画が改定

されまして、その後、その内容を見て美幌

町の状況の把握や課題を集めるのに２回程

度となっております。実は、これは平成３

０年度末までに策定しなさいということに

なりますので、３０年度にはもっと回数を

多くして計画を策定することになります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） １０９ページの

障害福祉事業の事務事業協力報償のところ

で、こころの健康相談事業について、今で

も取り組んではいますが、具体的な事業内

容についてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 健康推進主幹。 

○健康推進主幹（佐藤和恵君） 平成２９

年度のこころの健康相談事業の事業内容に

ついて、一つ目には、相談者と専門相談員

による相談会を、しゃきっとプラザにおい

て、毎月１回の開催を予定しております。 

 専門相談員は、北見赤十字病院の精神保

健福祉士に依頼を予定しております。精神

保健福祉士１名で１万１,０００円掛ける１

２回で１３万２,０００円の計上でございま

す。 

 二つ目はこころの健康講演会を年１回開

催する予定でございます。講師報償１人３

０万６,２４０円を合わせまして、４３万
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９,０００円の計上でございます。 

 なお、平成２９年度のこころの健康講演

会は、北見地方精神保健協会の共催によ

り、北見保健所管内５市町が持ち回りで開

催する講演会をあわせて実施する予定でご

ざいます。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 事業内容につい

ては理解したのですが、障がい者の人たち

のための相談業務というと月１回です。障

がいを持たれている人たちは美幌にどれだ

けいるかわかりませんが、かなりの人数が

いると思うのです。１人の人が月１回の対

応で十分間に合うのかどうかということ

と、どうしてももっと相談したいという人

たち、日ごろからの交流がなかったり、家

庭の中に閉じこもっていたりする人たちが

結構いるだろうと思うので、そういう人た

ちのためにも、今、北見の赤十字病院の精

神保健福祉士ということになっていますけ

れども、その人はその人で月１回でも構わ

ないので、美幌でもそういう人が対応でき

る状況をつくっていけないのかということ

をお聞かせいただきたいと思うのです。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） お答えいたし

ます。 

 平成２４年に道から権限移譲を受けまし

た障がい者相談員が美幌町に２名いらっし

ゃいます。知的障がいと身体障がいの方で

す。この方たちが地域の相談員として、る

る内容を聞いて、場合によってはつなげる

ということを日常的に行っておりますの

で、広報の６月１日号にも載せております

が、そういうのを利用していただきたいと

思っています。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） わかりました。

３名くらいの人数で対応してもらえるとい

うことですけれども、そういう状況を知ら

ない人も中にはいるのではないかと思いま

すので、そこら辺の情報提供ももう尐し密

に行っていただいたほうが、参加者が多く

て利用していただける回数もふえるのでは

ないかというように期待をしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） １１３ページにな

ります。 

 ひとり親家庭等医療費助成事業、手数料

１１５万５,０００円ですが、これにつきま

しては扶助費が９３４万４,０００円に対し

て手数料が１１５万５,０００円、重度心身

障害者医療費助成事業を見ますと、扶助費

が５,５２８万８,０００円に対して手数料

が３８２万６,０００円ということで、この

手数料の割合が非常に高いのではないかと

いうことで、この使用目的について説明を

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 手数料の割合

が高い使用目的ですが、使用目的につきま

しては二つございます。審査支払手数料と

言いまして、各医療機関が請求する内容に

ついて適正かどうかを北海道の国保連合会

が審査するための手数料、もう一つは、事

務取扱手数料と申しまして、各医療機関が

本人を介さずに北海道医療給付事業助成分

について直接市町村へ請求するという手数

料で、金額はどちらも同じでございます。 

 手数料の割合ですが、重度医療の扶助費

につきましては、どうしても医療費がかさ

んでしまいます。そのため、分母が大きい

分、手数料の割合が低く、御質問にありま

すひとり親家庭につきましては、受診内容

が軽微なもので受診費も低くなっておりま

すので、どうしても尐ない分の手数料の割

合で割り返しますと割高になってしまうと

いうことでございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに、３款、民
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生費、１項、社会福祉費について質疑はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１項、社

会福祉費を終わります。 

 次に、２項、児童福祉費、１１２ページ

から１２１ページまでの質疑を許します。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） １１５ページの子

ども発達支援センター移転改修工事実施設

計委託の関係でございますが、移転後の職

員の配置の考え方については、現在は子育

て支援センターのほうに配置しております

ので、そことの関連も含めてどのようにな

るのか、御説明いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 児童支援主幹。 

○児童支援主幹（武田孝司君） 移転後の

職員配置の考え方ですけれども、子ども発

達支援センターの職員は、通所児童数が増

加していることから平成２５年度及び平成

２７年度において各１名ずつ増員をいた

し、現在は５名体制で指導をしておりま

す。 

 移転後においては、療育室の確保が図ら

れるということから、当面は現体制で対応

したいと考えているところであります。 

 また、子ども発達支援センター移転後の

跡施設を、子育て支援センターにおいて、

現在、利用がふえております一時預かり事

業の施設として活用を考えているところで

す。 

 子育て支援センター職員の２名体制は変

わりませんけれども、一時預かり事業につ

きましては、臨時保育士を雇用しまして対

応していきたいと考えているところであり

ます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 移転後、今の説明

ですと一時預かりのスペースがふえてまい

りますので、今どの程度の受け入れ体制が

整っているかわからないのですが、今後、

臨時保育士を雇用した場合、平成２８年度

に比べて２９年度のほうが受け入れ体制が

充実するという理解でよろしいでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 児童支援主幹。 

○児童支援主幹（武田孝司君） 一時預か

り事業をする場合については、当然、保育

士も必要ですけれども、物理的に部屋がな

いと午睡する場所や授乳する場所などいろ

いろあるので、そういったスペースがあれ

ば、保育士を確保して、一時預かり事業を

拡大させていきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） １１９ページの

東陽保育園管理運営事業のところで、年齢

別の保育児童と、受け入れられない理由と

いうことで御説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 児童支援主幹。 

○児童支援主幹（武田孝司君） まず、年

齢別の園児数等につきましては、さきにお

渡ししております資料に書いてあるとおり

でございます。 

 続きまして、受け入れられない理由とし

ましては、東陽保育園の建物は昭和５２年

に建設をされまして、その後、２度の増築

工事を行いまして現在に至っております。

保育室は、１歳・２歳児用、３歳児用及び

４歳・５歳児用の３室となっております。 

 ２歳児保育は開設当初から、１歳児保育

は平成１２年１０月から実施をしていると

ころであります。 

 東陽保育園に受け入れられない理由とし

ましては、現在、１歳・２歳児、１２名を

保育しておりますが、１歳・２歳児用の保

育室が狭く、国の最低基準面積をかろうじ

てクリアして運営していることから、これ

以上の保育はできないという現状でござい

ます。 

 まず、国の基準面積に算定いたします

と、１歳児１人当たり３.３平米以上、２歳
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児１人当たり１.９８平米以上ということな

ので、平成２９年度予定に置きかえます

と、１歳児は４人に３.３平米を掛け、１

３.２平米、２歳児８人に１.９８平米を掛

けますと１５.８４平米を加えまして、合計

２９.０４平米以上が必要ということになり

ます。 

 １歳・２歳児以上の保育室の面積につき

ましては、平面的には６メートル掛ける５.

５メートルの３３平米ございますけれど

も、その中に戸棚や手洗い場、個人ロッカ

ーなどがあります。また、一時預かりの申

請があれば室内で保育しているという現状

でもあります。 

 国の人員配置基準につきましては、国の

配置基準は１歳・２歳児６人について１人

ということになっておりまして、現在、保

育士は２名を配置して運営をしておりま

す。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） ３歳以上の人数

で定員６０名というのは、当初の計画から

そういう基準で建てられたのかどうかとい

うことが１点です。 

 それから、現在、働くお母さんたちがど

うしても仕事につかなければならないとい

う条件をクリアするためには子供を預ける

場所が絶対的に必要になってきており、低

年齢児を預けたい親が非常に多くなってき

ている現実があるのですが、今、待機児童

ゼロと言われていながらも、現実としては

待機児がいるということを認識していただ

いて、そのための対策として何か方法を考

えておられるのかどうか、そこら辺も含め

てお答えしていただけるものがありました

らお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 児童支援主幹。 

○児童支援主幹（武田孝司君） １点目に

ついて、定員６０名に対して今は４９名と

いうことです。 

 過去の推移を見ますと、ここには平成２

４年度からの表しかございませんが、過去

には６０名以上いたこともございます。１

歳・２歳児の人員については当時から変わ

っておりませんけれども、３・４・５歳児

の人数が一定以上ありまして、６０名いた

こともございます。ただ、今回の４９名に

つきましては、定員内で十分対応できると

いう枠であります。 

 次に、子供が小さいうちからお子さんを

預けてお仕事をしたいというお母さん方、

それから、社会参加をしたいというお母さ

ん方がふえていることも認識しておりま

す。 

 先日の一般質問でもお話ししましたが、

その推移もなかなかつかみづらいところが

ありますけれども、就労状況によっては、

保育園だけではなく、一時預かり事業も使

いながら、民間の保育園とも連携を図り、

尐しでも多くの方が働ける環境になるよう

にこれからも検討してまいりたいと考えて

おります。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 済みません。尐

し聞き取りづらかったので、定員６０名に

対して４９名という理由をもう一度説明し

ていただきたいと思います。 

 もう一つは、確かに民間事業者と連携し

ながら今やっているのですが、現実に受け

入れられない状況が出てきているのです。

それを解消するために、もう一工夫、二工

夫していただける要素があるのではないか

と思うのです。というのは、６０名に対し

て４９名ということなので、もう尐し努力

できる可能性はないのですか。 

○議長（大原 昇君） 児童支援主幹。 

○児童支援主幹（武田孝司君） 申しわけ

ございません。最初の定員６０名のことで

すけれども、３・４・５歳児では余裕がご

ざいますので、当然、その中で入園すれば

定数６０名までは確保できると考えており
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ます。 

 先ほど言った１・２歳児につきまして

は、どうしても一つの部屋の中で１・２歳

を入園させるということなので、面積的に

はこれ以上の受け入れはなかなか難しいと

ころだということです。 

 では、違う保育室と変えてはどうかとい

うこともいろいろと検討しています。た

だ、どうしても３歳児以降になりますと、

子供の数が多いということと、子供が大き

いので、子供の安全性を考えると部屋の入

れかえがなかなかうまくいかないというこ

ともあります。どちらにしましても、あら

ゆることを検討しながら、できるだけ多く

の方が入園できるように、これからも検討

したいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） 同じ部分を質問い

たしました。一般質問の中でも感じている

のですが、美幌町で若いお母さんが働こう

としたときに、現実には子供を預ける場所

がないというのがクローズアップされてい

ては、美幌町に移住しよう、あるいは美幌

町に住み続けようというところに無理が生

じてくるということだと思うのです。 

 主幹の御答弁では１歳児、２歳児を受け

入れることによって必要な面積がふえて、

結局は、６０人定員は満たされない状態

が、この資料から言えば６年間は続いてい

るということですから、ここにどうしても

メスを入れざるを得ないと思っています。

美幌町はどの年齢の子供でも十分預け先は

ありますという状況を、公立、民間も含め

て現実に必要となっているのではないかと

思いますが、全国では待機児童ゼロという

ことが大命題になっている中で、棚に上が

るということはなかなか許されない時代に

入っていると思います。こういう具体的な

データが示されている中で、町長としてど

ういうように打開しようとされているの

か、ぜひ御決意を聞かせていただければと

思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） ただいま東陽保育

園の管理運営について御質問がありまし

た。１・２歳児を預かることによって、

３・４・５歳児までの部分が影響を受ける

のではないかということで、全体的にどう

かということですけれども、全体的には、

民間を含めて、私は足りているのではない

かと認識していましたが、違いますか。今

まではそういう認識をしておりました。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 今回いただきまし

た表を見れば、１歳児から２歳児は１１名

から１３名のラインなのです。もしこれが

１４名だということになると、３歳児、４

歳児、５歳児のところにしわ寄せが行くの

ははっきりしています。私が今重視してい

るのは、民間で保育事業を行っている方々

から、公立でふやすか、民間ではもう面積

が狭過ぎて預かるに預かれない、面積ある

いは預かる体制を拡充しないことには、希

望は宙ぶらりんになっているということだ

と思うのです。 

 町長の今までの認識は何とかなっていた

のではないかということなので、何とかな

っていないのであれば、ぜひ対応を考えて

いただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。ぜひ調査していただきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 尐子化を含めて、

これから子供の数がどんどん尐なくなって

いく中で、民間の力を借りながら保育事業

もしっかりとやっていかなければいけない

という思いであります。民間の状況を含め

てどうなっているのか、早速調べてみたい

と思っております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 



 

－ 243 － 

 １１番橋本博之さん。 

○１１番（橋本博之君） １２１ページ上

段のへき地保育所管理運営事業ですが、臨

時職員賃金３,０１３万５,０００円につい

て、拡充理由と園児数の推移を教えてくだ

さい。よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 児童支援主幹。 

○児童支援主幹（武田孝司君） 拡大理由

と園児数の推移であります。へき地保育所

の臨時保育士の拡大ということだと思いま

すが、現在は７名体制で実施をしておりま

すけれども、近年、児童数が増加傾向にな

っていること、また、２歳児も相当数在籍

いたしまして、子供の安全を確保する上か

らも８名体制と拡大しようとするものであ

ります。 

 児童数の推移につきましては、さきにお

渡した資料のとおりになっております。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。 

○１１番（橋本博之君） 流れはわかりま

した。 

 そこで、参考に聞きたいのですけれど

も、これでへき地３保育所の子供たちはほ

とんど網羅しているということですか。 

 言っている意味がわからないでしょう

か。全員なのか、中には保育所に通わない

子供たちがいるのかどうかということです

が、そんな調べをしたことはありました

か。 

○議長（大原 昇君） 児童支援主幹。 

○児童支援主幹（武田孝司君） 各地域ご

との需要を細かく調べたことはございませ

ん。ただ、２歳児で保育所に入れる、入れ

ないは、尐し各家庭によって判断が分かれ

るところだと思います。各３カ所の３・

４・５歳児が皆さん入っているかどうかま

で確認がとれておりませんけれども、希望

する方は全て受け入れている状況です。 

 また、一部、町の保育園に来ている方も

いらっしゃいます。 

○議長（大原 昇君） ２項、児童福祉費

について質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、３款、民

生費を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎延会の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 本日の会議はこれで延会いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、本日はこれで延会すること

に決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎延会宣言 

○議長（大原 昇君） 本日は、これで延

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

       午後 ３時５６分 延会   

  



 

－ 244 － 

 

    美 幌 町 議 会 議 長 

 

 

         署 名 議 員 

 

 

         署 名 議 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


